
第
８
次 

地
域
福
祉
推
進
計
画　
　
令
和
７
年
度（
２
０
２
５
年
度
）〜
令
和
11
年
度（
２
０
２
９
年
度
）

みんなで創る、みんなで創る、みんなで創る、
自分らしく暮らせる自分らしく暮らせる自分らしく暮らせる

共生のまち共生のまち共生のまち

社会福祉法人 伊丹市社会福祉協議会





ごあいさつ
　このたび、伊丹市社会福祉協議会では「第 8 次地域福祉推進計画」を策定いたしました。
　本計画は、伊丹市社会福祉協議会が地域福祉を推進する中核機関として、住民の皆さまを
はじめ、行政、関係機関、企業、団体など多様な活動主体とともに、今後 5 年間の活動およ
び組織体制の整備、強化の方向性を示すものです。
　前計画である「第 7 次地域福祉推進計画」では、「誰もが自分らしく安心して暮らしていけ
るまちづくり」を計画の理念として、その実現をめざして活動を進めてまいりました。
　本計画では、新たに「みんなで創る、自分らしく暮らせる共生のまち」を理念として掲げ、
その実現をめざしてまいります。

　この理念には、多様な活動主体や、さまざまな人々が互いに認めあい、理解しあいながら、
人と人、人と地域がつながり、共に地域の一員として主体的に自分らしく暮らせるまちを、
みんなで創っていくという想いが込められています。
　また、その実現に向けて、
　① 多様な活動主体と連携・協働した地域福祉の基盤づくり
　② 誰もが認めあい、共に活動できる共生のまちづくりと社会参加
　③ 多様な活動主体が連携・協働できる総合相談支援体制の推進
　④ 地域福祉推進のための体制整備（社会福祉協議会の組織基盤強化）
　の 4 つの推進目標を立て、地域や多様な活動主体とのつながりを大切にし、誰一人取り残
されることのない共生福祉社会の実現をめざして取り組んでまいります。

　特に、地域のなかで気にかけあい、支えあいの関係を築き、誰もが主体的に関わり、活動
を進めるためには、皆さまの想いがつながり、住民の皆さまをはじめ、多様な活動主体が共
に協働していくことが重要となりますことから、皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申
し上げます。
　これからも、皆さまと共に「共生のまち」づくりに取り組み、誰もが安心して自分らしく
暮らせる地域社会の実現に向けて努力してまいります。

　結びにあたり、本計画の策定にご尽力を賜りました、関西学院大学教授の藤井 博志計画策
定委員会委員長をはじめ、策定委員の皆さま、そして、ご意見を賜りました皆さまへ心より
感謝とお礼を申し上げます。

　　令和 7 年 4 月

社会福祉法人 伊丹市社会福祉協議会

会  長　　行　澤　睦　雄



はじめに
　伊丹市社会福祉協議会による第 8 次地域福祉推進計画が策定されました。
　本計画は伊丹市社協の計画であるとともに、市民を中心とする民間関係者との協働を拡大
し、民間側から地域福祉を進めるための計画です。そのため、次の点に留意しました。
　1. 社協の理事会・評議員会での計画の策定及び進行管理に責任をもつ。
　2. 社協職員の総参加のもとでの策定過程を重視する。
　3. 計画策定委員会を中心として市民の声を丁寧に拾い上げる。
　すなわち、地域、社協役員、職員の三者の参画のもとでの計画策定過程を大切にしてきま
した。
　なぜなら、その 3 者の合意形成から生まれるエネルギーが地域福祉の推進力になるからです。
　また、本計画は 2 つの今日的状況を踏まえて策定しています。1 つは、地域社会の構造変化
に対応した今後の地域づくり、2 つには、行政が積極的に進める重層的支援体制整備事業実施
計画と地域福祉計画の参画です。
　そのため、計画理念「みんなで創る、自分らしく暮らせる共生のまち」のもとで、次の 4
点の方針を掲げました。
　① 地域福祉を推進するための中間支援機能の発揮
　② 共生福祉社会の実現をめざした地域づくり
　③ 権利擁護に基づく本人中心の総合相談支援体制づくり
　④ 民間組織としての重層的支援体制整備事業への参加
　一人暮らしや家族の縮小化が進むなかで、世帯をつながりとした地域づくりへの担い手の
減少が進んでいます。そのなかで、「私発」の自発的で多様なテーマ型の活動と地縁団体との
共存、連携が求められます。また、さまざまな生きづらさを抱えた生活当事者としての市民
が孤立せず社会とつながっていくための対策が求められています。本計画はそのための福祉
的な住民自治形成として、市民のまちづくりへの直接参加の広がりを目的とした「地域づくり」
と、権利擁護・意思決定支援にもとづく「総合相談支援体制づくり」の 2 つの領域を形成す
ることを重視しました。
　このために、従来の社協の機能を「地域福祉推進の中間支援機能」と新たに名づけ、社協
の地域福祉推進機能を明確にしました。中間支援機能とは、地域社会をつくる新たな価値の
提示とそれに向けた関係団体の支援と協働、そのための調査や研究をおこなう機能です。こ
のため、この計画が掲げる事業に次の 3 つのアイコンつけています。それは、①社会福祉協
議会が中心となって進めること、 ②地域住民、関係団体との協働のもとに進めること、③地域
住民、関係団体の取り組みを側面的にサポートすること、です。もちろん、この 3 つの中核
的事業は②の協働事業であり、そのために①と③がある関係として計画されています。
　社協の事業は伊丹市からの福祉制度の事業も担ってますが、それらも含め、市民、多様な
関係者との協働を促進するための地域福祉事業の推進にあります。そのキーワードは「協働
による地域福祉の開発」です。
　今後、少子高齢化のもとで急激に変化する地域社会のなかで、安心して暮らせる条件づく
りを市民と共につくっていくための開発的な地域福祉が、本計画のもとで推進されることを
祈念いたします。

伊丹市社会福祉協議会 第 8 次地域福祉推進計画策定委員会 委員長

藤　井　博　志  （関西学院大学 人間福祉学部 教授）
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第 1章　計画の概要

1. 計画の名称
　本計画の名称は、「伊丹市社会福祉協議会 第 8 次地域福祉推進計画」（以下「本計画」と
いう。）と言います。

2. 計画の期間
　本計画の期間は、令和 7 年度（2025 年度）から令和 11 年度（2029 年度）の 5 年間
とします。

3. 計画の目的
　本計画は、伊丹市社会福祉協議会が、伊丹市内における地域福祉を推進する中核機関と
して、住民および行政、関係機関・団体等、さまざまな活動主体と共に、5 ヶ年で進める
活動および組織体制の整備、強化の方向性を示すものです。

4. 計画の構成
　本計画は、次の 3 つの「章」によって構成します。第 1 章は、計画の概要です。この章で、
計画全体の基本的なアウトラインを示しました。第 2 章は、計画を策定するにあたり、本
計画の理念を実現するために「地域福祉を推進するための方向性」を定め、「推進目標・活
動項目」からなる本計画の体系図を示しました。第 3 章は、伊丹市社会福祉協議会が、地
域住民を基盤として、行政、関係機関・団体等、さまざまな活動主体と取り組む 4 つの推
進目標と、推進目標ごとの地域福祉を推進する 13 の活動項目、活動項目ごとに取り組む具
体的な内容を示しました。

5. 他の計画等との関係
　「伊丹市地域福祉計画（第 3 次）追補版」をはじめ、「第 5 期兵庫県地域福祉支援計画」
兵庫県社会福祉協議会「2025 年計画」、「地域共生社会の実現に向けた社協活動指針」、厚
生労働省の「地域共生社会の在り方検討会議」等の政策との整合性を図りながら、計画の
策定に取り組みました。
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第 2章　計画の理念・方向性・体系図

　伊丹市社会福祉協議会では、第 7 次地域福祉推進計画において、「誰もが自分らしく安心し
て暮らしていけるまちづくり」の実現をめざし、活動を推進してきました。
　本計画では、新たに「みんなで創る、自分らしく暮らせる共生のまち」を理念として掲げ、
その実現をめざします。そのため、住民、行政、関係機関、企業、団体など、多様な活動主
体と協働し、4 つの「地域福祉を推進するための方向性」に基づいて地域福祉の推進に取り
組んでいきます。

1. 伊丹市社会福祉協議会がめざす計画の理念
　本計画では、新たな理念として、多様な活動主体やさまざまな人々が、互いに認めあい、
理解しあいながら、人と人、人と地域がつながり、共に地域の一員として主体的に自分ら
しく暮らせるまちを、みんなで創っていくという思いを込めました。

《計画の理念》「みんなで創る、自分らしく暮らせる共生のまち」
　理念を構成するキーワード

みんなで	 多様な活動主体、さまざまな人々
創る	 つながる、話しあう、民間協働ネットワーク
自分らしく	 認めあう、相互理解、主体性
暮らせる	 地域の一員として、幸せに生きる
共生のまち	 共生福祉社会、まちづくり

を、伊丹市社会福祉協議会はめざします。

2. 地域福祉を推進するための方向性
　本計画では、住民参加・住民自治を基盤とし、さまざまな人々や多様な活動主体が組織
や地域の枠を越えて連携・協働することで、地域福祉活動の広がり・発展をめざします。
そして、一人ひとりの尊厳を大切にし、誰もが自分らしく、共に歩み続けられる地域づく
りを推進するため、次の 4 つの項目を方向性として掲げます。

≪地域福祉を推進するための方向性≫
① 地域福祉を推進するための中間支援機能の発揮
② 共生福祉社会の実現をめざした地域づくり
③ 権利擁護に基づく本人中心の総合相談支援体制づくり
④ 民間組織としての重層的支援体制整備事業への参加
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① 地域福祉を推進するための中間支援機能の発揮
　住民自らの暮らしづくりと共に、社会的孤立、制度の狭間や複合的な課題を抱えた人々
や世帯など、さまざまな地域生活課題と向きあう「地域の福祉力」を高めるためには、
住民はもちろん、行政、学校、企業、NPO など、福祉の枠を超えた多様な活動主体の参
画が重要です。
　伊丹市社会福祉協議会における地域福祉の「中間支援機能」とは、多様な活動主体が
協議する場（プラットフォーム）を通じて、連携・協働を促進する「協議体」、地域課題
の解決に向けた先駆的な取り組みを開発する「事業体」、そして、主体的な活動を支える
ための組織化支援などによる社会的価値の普及、福祉活動に関する幅広い働きかけを行
う「運動体」として、地域全体で福祉活動を推進していく機能をさします。
　これらの社会福祉協議会の持つ「協議体」・「事業体」・「運動体」という地域福祉の「中
間支援機能」を活かし、多様な活動主体との協働のもと、民間の自由な発想で地域福祉
の活性化をめざします。

 地域福祉を推進するための中間支援機能としての伊丹市社会福祉協議会の役割
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② 共生福祉社会の実現をめざした地域づくり　
　共生福祉社会とは、すべての住民が住みなれた地域のなかで、人としての尊厳を持ち、
いきいきとそれぞれの個性を発揮しながら、共に支えあうことで、自立・自律した生活
が送れるような社会を表すものです。
　そのためには、暮らしの基盤となる「地域」で、本人主体という考えのもと、子ども
や高齢、障害の有無、異なる文化背景等に関わらず、あらゆる個人や集団が社会のなか
で排除されることなく互いに認めあい、共に支えあえる地域づくりをめざします。

③ 権利擁護に基づく本人中心の総合相談支援体制づくり　
　伊丹市社会福祉協議会の行う総合相談支援は、権利擁護に基づく本人中心の支援をめ
ざします。 権利擁護支援の中核は、今日では「意思決定支援」といいます。
　それは本人の「意思の形成」、「意思の表明」、「意思の実現」、「信頼関係の構築」、「人的・
物的環境整備」です。これらは、伊丹市が進める重層的支援体制整備事業と連携しなが
ら進めます。
　地域で暮らす本人を中心に置いて、意思決定支援に基づき、社会参加が可能となる地
域づくりを含めた、総合的な相談支援の仕組みづくりに取り組みます。

④ 民間組織としての重層的支援体制整備事業への参加　
　伊丹市の策定する地域福祉計画（第 3 次）において、中間見直しが行われました。
　そのなかで、「重層的支援体制整備事業実施計画」の策定が盛り込まれています。
　伊丹市社会福祉協議会は、この計画との整合性を図りながら、民間組織として、「住民
参加による地域に根ざした支援」、「民間参加による、より多様で効果的な支援」、「当事
者参加によるエンパワメントと意思決定支援の促進」の 3 つの視点で、さまざまなニー
ズに対応できる柔軟な体制整備をめざします。
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3. 伊丹市における圏域設定
　伊丹市では、隣近所でのつきあいや住民同士の見守り、声かけなどを行う最も身近な範
囲とする「近隣・自治会域」、次に地域住民で話しあう場や関係機関・団体等との連携によ
るサービス提供を行う範囲とする「小学校区域」、さらに、総合相談窓口や福祉施設がある
範囲とする「サービス圏域」、そして伊丹市全域を対象とした施策の企画・調整等をする範
囲の「市全域」、の 4 層構造の圏域となっています。

 圏域における機能と活動のイメージ

圏域 機能・活動

近隣・自治会域
（隣近所や自治会の範囲）

◆ �避難行動要支援者の支援
◆ �隣近所でのつきあいや要支援者の発見、見守り、声かけ
◆ �自治会長、民生委員・児童委員等による当事者や家族への

相談・情報提供
◆ �地域ふれ愛福祉サロン事業などのグループ援助活動や行事・

イベント
◆ �自治会の防犯・防災活動等

小学校区域
（�おおむね小学校区を単位と

した範囲）

◆ �地域の福祉課題について、地域住民主体で話しあう地域福
祉ネット会議

◆ �地域住民によるボランティアの登録・活動、研修、交流、情報
交換

◆ �関係機関との連携によるサービス提供
◆ �専門職による地域福祉活動の支援

サービス圏域
（福祉施設などがある範囲）

◆ �地域包括支援センターや障害者相談支援事業所、地域子育
て支援拠点など、公的な相談と支援

市全域
（�市全域対象の総合的な施策

の企画・調整をする範囲）

◆ �兵庫県や専門機関との連携による対応
◆ �テーマ型の地域を限定しない福祉活動による支援
◆ �包括化支援担当者会議、各分野別の制度・仕組み化ネット

ワーク会議など、全市的な福祉課題についての会議の開催等
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　 地域福祉における課題解決のネットワークイメージ図
　　～圏域ごとの会議体と課題解決に向けたネットワークづくり～

　近隣・自治会域から小学校区域では、住民が主体的に取り組む「ご近所会」や「地域福祉ネッ
ト会議」などの地域福祉活動を基盤に、地域課題の共有や解決に向けて、諸団体や専門職
などと協議・協働しながら、地域の生活課題を早期に発見・対応できる地域づくりをめざ
します。
　サービス圏域（総合相談窓口や福祉施設がある範囲）では、住民と専門職などが協議・
協働する「多職種連携会議」が高齢者分野のみで取り組まれていますが、障害・児童など
すべての分野で取り組まれることが望まれます。
　市全域では、「地域福祉ネット会議」等の地域福祉活動との連動性を図りながら、さまざ
まな人・団体が連携して地域課題に取り組むプラットフォームづくりに取り組み、また、
市全体で必要な資源開発や政策形成のための協議の場を市と協働で整備していくことで、
生活課題の発見（入口）から解決（出口）につながる地域福祉ネットワークをめざします。
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4. 推進目標
　本計画では、計画理念の実現に向けて、地域福祉を推進するための方向性を踏まえ、以
下の推進目標を設定しました。

多様な活動主体と連携・協働した地域福祉の基盤づくり

キーワード： 中間支援機能・地域福祉活動×多様な活動主体・民間協働ネットワーク

　社会的孤立、地域福祉活動の担い手不足といった課題が深刻化するなか、各地域の
特性を大切にした地域福祉の基盤づくりを推進します。 また、多様な活動主体（地域
住民、地域自治組織等、市民活動グループ、専門職、民間事業者等）が出会い、つな
がる場づくりなど、地域において多様な活動主体が連携・協働していくために必要な
取り組みを進めていきます。

誰もが認めあい、共に活動できる共生のまちづくりと社会参加

キーワード： 共生福祉社会・相互理解・社会参加・社会的包摂

　高齢者や子ども、障害の有無、性別、異なる文化背景等に関わらず、ふだんの暮ら
しのなかで、お互いを認めあい、「伊丹に暮らす地域の一員」として、皆が参加し、つ
ながり、幸せや安心を感じる共生のまちづくりを進めます。
　地域で生きづらさを抱える人が、自分の強みに気づき、共に話しあい、学びあえる
社会参加の場を広げ、地域で「自分らしく共に生きる力」を育みます。 

多様な活動主体が連携・協働できる総合相談支援体制の推進

キーワード： 権利擁護・意思決定支援・孤立防止・多機関協働ネットワーク

　高齢者、障がいのある人等の対象者別ではなく、生活のしづらさを抱えた、住民一
人ひとりの多様な生活課題に対し、権利擁護支援を根幹とした、「総合相談支援体制」
を整備します。 民間性を活かした多機関協働ネットワークを構築し、社会資源の創出
等を行い、「入口から出口まで」を支援できる総合相談支援体制をより強化します。

地域福祉推進のための体制整備（社会福祉協議会の組織基盤強化）

キーワード： 計画進捗管理・人材育成・組織マネジメント

　伊丹市社会福祉協議会は、地域の福祉団体や住民と密接に連携し、「みんなで創る、
自分らしく暮らせる共生のまち」の実現に向けて、地域に根ざした活動を展開すると
共に、民間の支援機関や社会資源を活用したネットワークづくりを進めます。
　取り組みをより一層推進するため、伊丹市社会福祉協議会の組織基盤強化に努めます。

推進目標 1

推進目標 2

推進目標 3

推進目標 4
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5. 伊丹市社会福祉協議会 第８次地域福祉推進計画体系図
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第 3章　推進目標・活動項目・具体的な取り組み・年次計画

　❖ 第 3章の見方（項目説明）

推進目標 1 めざすこと( 推進していくこと)をわかりやすく表現したもの。

キーワード： 推進目標を表現するうえで、重要な意味を持つ言葉。

リード文： 推進目標全体の方向性をまとめて表現したもの。

　【計画策定委員会・役員等研修会のひとコマ ≪現状と課題≫】

リード文：	どのような活動を進めていくのか？ 
	 活動の方向性、考え方をまとめて表現したもの。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1
取り組み名称

活動項目に沿って、具体的に取り組んでいく（実施評価し
ていく）内容を記載したもの。

図： �推進目標、活動項目、具体的な取り組み内容に関連する内容について、図式化して、
わかりやすく示したもの。

活動項目： �推進目標のなかで、どのような活動を進めていくのかをわかりやすく表
現したもの。 活動項目の★印は、重点項目として、特に重点的に取り組
むことを表したもの

計画策定委員会・役員等研修会で議論したことをピックアップ。 この目標
で大事にしたいことや、議論のなかでポイントとなった内容を記載。

ワ ー ド 説 明： �推進目標のなかで、共有するべき、ワード（文言）の意味や考え方
について、わかりやすく解説したもの。

コ ラ ム：�推進目標のめざすことをよりイメージできるよう、関連する取り組み
や活動について紹介したもの。

推進目標 1

新規 社協中心
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【年次計画】
　年度ごとに何を、どこまで行うのかを記載したもの。（単年度の事業実施計画の根拠とな
るもの）

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

５年後の目標（到達点）
❖ �活動を推進していくことで、５年後にどのようになっているか（めざすゴール）をわかりやすく

表現したもの

具体的な取り組みの内容具体的な取り組みの内容

具体的な取り組みの内容具体的な取り組みの内容 具体的な取り組みの内容具体的な取り組みの内容

新規

強化

継続

社協中心

協働

サポート

新規：
新たに取り組むこと。

強化：
これまでの取り組みを、より一層力を入れて取り組むこと。

継続：�
これまでの取り組みを現状に合わせて工夫しながら、継続して進めて
いくこと。

社協中心：
伊丹市社会福祉協議会が中心となって進めること。

協働：
地域住民、関係団体との協働のもとに進めること。

サポート：
地域住民、関係団体の取り組みを側面的にサポートすること。

アイコン
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推進目標 1 多様な活動主体と連携・協働した地域福祉の基盤づくり

キーワード： 中間支援機能・地域福祉活動×多様な活動主体・民間協働ネットワーク

　社会的孤立、地域福祉活動の担い手不足といった課題が深刻化するなか、各地域の特
性を大切にした地域福祉の基盤づくりを推進します。
　また、多様な活動主体（地域住民、地域自治組織等、市民活動グループ、専門職、民
間事業者等）が、出会い、つながる場づくりなど、地域において多様な活動主体が連携・
協働していくために必要な取り組みを進めていきます。

　【計画策定委員会・役員等研修会のひとコマ ≪現状と課題≫】

地域自治組織等の活動において、担い手の高齢化や固定化等による担い手
不足が課題となっている。地域を基盤としつつも、多様な担い手との協働
が必要。

「みんなでつくる」のが地域福祉。 どこかだけが頑張ってもできることは
限られる。

多様な組織・団体等と連携・協働することで、①「新たな動き等を見出せる」、
②「ネットワークが広がる」、③「多様な価値観に触れるなかで自分たちの
視野も広がっていく」、といったプラス効果が期待できると思う。

他の地域・団体などとの情報共有や、つながりづくりの場・仕組みがあれば
良い。

地域づくりを進めていくうえで、大人だけでなく子どもたちが主体性を
持って参加できる機会をつくっていくことも大切ではないか。

社会福祉協議会の地域づくりは福祉のまちづくり。地域づくりにおいて
福祉性をどのように浸透させていけるかが、社会福祉協議会にとって大きな
課題なのではないか。

地域福祉ネット会議では、その地域の困りごとについてみんなで共有し、
解決に向けて、それぞれの立場でできることを出しあう協議の場にしていく
ことが大切。 それが地域自治組織等の活動につながってほしい。

当事者や学校、福祉専門職が地域福祉活動に参加していくことも大切。
地域参加のありようを検討することが必要。

地域における多様な活動主体の連携・協働

福祉力を高める地域の在り方

推進目標 1
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　地域で見守りが必要な人の情報共有や生活課題等について話しあう場、気になる人の
情報を意識的に共有する場として「ご近所会」の推進に取り組みます。また、新たに小
学校区域で、つどい場活動や専門職等が情報交換・交流する「（仮称）つどい場情報交換会」
を開催することで、見守り・支えあい活動への意識の醸成や活性化を図ります。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

「（仮称）つどい場情報交換会」の開催

地域の生活課題を早期に発見し、対応できる地域づくりにつな
がる見守り活動のひとつとして「ご近所会」を推進するため、「ご
近所会」を実施する活動者と共に「（仮称）つどい場情報交換会」
を開催します。つどい場等の地域活動者と専門職等が、情報交
換・交流することで、それぞれが抱えている問題の共有や解決、
見守り活動への意識の醸成や活性化を図ります。

　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

「（仮称）つどい場情報
交換会」の開催

５年後の目標（到達点）
❖ �「（仮称）つどい場情報交換会」に取り組み、活動者が抱える問題が課題化・共有化されることで、

見守り・支えあい活動に取り組む地域が増えている。
❖ 「ご近所会」に取り組む団体や地域が増え、見守り・支えあい活動への意識が醸成している。

活動項目１－１： つどい場を中心とした、見守り・支えあいの推進

“見守り”ってどういうこと？
　住民の見守りは、お互いを気遣いあい、相手に関心を寄せること。まずは、住民
同士が知りあい、つながることが見守りを進める第一歩です。
　地域ふれ愛福祉サロン等のような「つどい場」では、人と人が出会いつながるこ
とができ、そこから「気にかけあう関係」が生まれます。そうした「気にかけあう」
関係から、互いのちょっとした変化や生活課題（困りごと）に気づくことができる
ようになります。 日常生活でのちょっとした変化に気づき、早期に対応できる地域
づくりを進めるためには、その“気づき”を地域で共有し、より多くの人との関わ
り（気にかけあい）に変えていくことが大切です。

モデル 3 校区モデル 3 校区
で実施で実施

7 校区で実施7 校区で実施 10 校区で実施10 校区で実施 14 校区で実施14 校区で実施 17 校区で実施17 校区で実施

新規 サポート
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　平成 27 年度から進められてきた地域自治組織等への改変が、令和 6 年度には 16 小学
校区で設立されました。この地域自治組織等のなかで見守り・支えあいなど地域の福祉
の在り方を協議できる体制づくりが推進されるよう、福祉部への支援をはじめ、「地域福
祉ネット会議」、「地区ボランティア（助けあい）センター」といった地域福祉推進の基
盤となる活動の活性化をめざします。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

「地域福祉ネット会議」の運営の在り方の検討

地域福祉ネット会議の構成員について、今後は、地域自治組織
等から選出されたメンバーに加え、協議テーマに応じて、関連
する当事者団体や専門職、活動団体等、関心のある人も参加で
きるテーブルづくりを地域自治組織等とめざします。

取り組み 2

「地区ボランティア（助けあい）センター」の在り方の検討

ボランティア活動につながったかどうかに関わらず、地区ボラ
ンティア（助けあい）センターへの相談を通じて、住民同士の
気にかけあえる関係づくりや地域とつながるきっかけとなった
事例が生まれています。住民と地域をつなぐ視点での活動を重
視し、登録ボランティアや住民コーディネーター等と各地区の
現状や特性に応じた運営の在り方を検討します。

　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

「 地 域 福 祉 ネット会
議」の運営の在り方
の検討

「地区ボランティア（助
けあ い ）センター」
の在り方の検討

５年後の目標（到達点）
❖ �各小学校区で、より福祉の視点を取り入れた協議・取り組みが実施されている。
❖ �各小学校区の特性を生かした運営と、地域とつなぐ視点を持ったコーディネートや活動が取り組

まれている。

活動項目１－2： 地域自治組織等と協働した地域福祉の基盤づくり

地域自治組織等とは？
　小学校区を範囲として、自治会や各種団体の他、小学校区内に住む住民等が参画・
連携・協力しながらまちづくりに取り組む地域団体。自治協議会、まちづくり協議会、
コミュニティ協議会等のことをさします。

各小学校区の協議テーマに応じて参加メンバーの検討・招集各小学校区の協議テーマに応じて参加メンバーの検討・招集

各地区でボランティア連絡会の定各地区でボランティア連絡会の定
期開催期開催

各地区でボランティアセンター運営の在り方の協議各地区でボランティアセンター運営の在り方の協議

継続

継続

サポート

サポート
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図 1：地域福祉ネット会議の構成員について

❖ �地域自治組織等からの構成メンバーを中心に、協議テーマに応じて関連する活動者や当
事者団体、専門職等が参加し、それぞれの立場の声を持ち寄ることで、地域福祉に関す
る話しあいを深めることをめざす。

図 2：地域住民による見守り・支えあいの協議・協働の場イメージ図 
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　地縁型組織の活動者が減少しているなか、民間事業所や社会福祉法人、協同組合、市
民活動グループ等の多様な活動主体と地縁型組織等が連携・協働した地域福祉活動の取
り組みが少しずつ広がっています。
　今後、より多くの地域福祉活動と多様な活動主体が知りあうための場づくりと連携・
協働した活動の支援を進めます。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

「市民ごちゃまぜ交流会」 の企画・実施

市内の民間事業所等の職員や地域活動者など、多様な活動主体
がつどい交流できる機会を創出します。そして、参加する活動
主体がそれぞれの強みや関心事、課題等を知りあい、本会も含
めた活動主体間のさまざまなネットワークが生まれる働きかけ
を進めます。

取り組み 2

多様なつどい場づくりの推進

多様な活動主体と地域住民が連携・協働し、つどい場活動を展
開していけるよう支援します。
また、「こども食堂情報交換会」等を通して、関係機関等も含め
た横のつながりづくりや、つどい場運営における課題把握を進
め、つどい場における課題等に対応できる活動づくりを支援し
ます。

取り組み 3

「いたみスペースバンク」の推進

市内の個人や事業所等の所有する建物や土地の空きスペースと、
活動の場を求める地域活動団体等をつなぎ、地域住民の相互交
流、生きがいづくりなど、多様な地域福祉活動の促進を支援し
ます。

取り組み 4

子どもの居場所づくり活動の推進

不登校などの子どもの居場所づくりに取り組む団体のネット
ワークづくりと学校や関係機関等との連携・協働を支援し、子
ども一人ひとりにあった社会参加の機会づくりにつなげます。

★活動項目1－3： 地域福祉活動と多様な活動主体が連携・協働するための場づくり

継続

サポート

サポート

サポート

強化

強化

強化

協働 3 
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　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

「市民ごちゃまぜ交流
会」の企画・実施

多様なつどい場づくり
の推進

「いたみスペースバン
ク」の推進

子どもの居場所づくり
活動の推進

５年後の目標（到達点）
❖ �「市民ごちゃまぜ交流会」など、多様な活動主体がつどい、交流できる場を開催することで、　新

しい連携・協働のつながりが生まれている。
❖ �つどい場運営における課題解決に向けた取り組みが実施されている。
❖ �社会福祉施設や民間事業所等の「いたみスペースバンク」空きスペース登録数が増加し、マッチ

ングが進むことで、さまざまな地域福祉活動が活性化される。
❖ �子どもの居場所づくりに取り組む団体と学校や関係機関等との連携や協働が進んでいる。

【実践事例】多様な活動主体が連携して取り組む 「ありおかまちカフェ」
　高齢者をはじめ、誰でも自由に参加し交流できるつどい場として、地域内にある
お寺で“ありおかまちカフェ”は開催されています。
　有岡小学校区の民生委員・児童委員を中心にカフェ形式の地域交流の場として立
ち上げましたが、障害者就労支援事業所からの「人とかかわる機会を持ちたい」と
いう相談をきっかけに、就労をめざしている障がいのある人たちもカフェの運営に
参加するようになりました。カフェの注文を受けたり、
飲み物や食べ物を運ぶなどの接客の役割を担うスタッ
フとして活躍しています。
　他にも、障がいのある A さんが得意の手作りクッキー
を提供するなど、障がいのある人と地域住民の交流の
場や役割創出の場につながっています。

「異業種交流会」・「市民交流会」を、「異業種交流会」・「市民交流会」を、
各年 1 ～ 2 回実施各年 1 ～ 2 回実施

多様な活動主体と地域住民・団体等が連携・協働したつどい場づくりの支援多様な活動主体と地域住民・団体等が連携・協働したつどい場づくりの支援

登録スペースと地域福祉活動団体とのマッチング登録スペースと地域福祉活動団体とのマッチング

子どもの居場所子どもの居場所
づくり実施団体とづくり実施団体と
の交流会を開催の交流会を開催

「サロン連絡会」、「こども食堂情報交換会」等の継続的開催「サロン連絡会」、「こども食堂情報交換会」等の継続的開催

つどい場運営における課題把握と、つどい場運営における課題把握と、
把握した課題の発信把握した課題の発信

社会福祉施設・民間事業所等へ　社会福祉施設・民間事業所等へ　
登録呼びかけ登録呼びかけ

既存の居場所・既存の居場所・
ネットワークのネットワークの
実態把握実態把握

つどい場の支援策の具現化に向けての協議・試行的つどい場の支援策の具現化に向けての協議・試行的
実施等実施等

空きスペース登録数が 30ヶ所空きスペース登録数が 30ヶ所 空きスペース登
録数が40ヶ所

「異業種交流会」・「市民交流会」に加え、「市民ごちゃ「異業種交流会」・「市民交流会」に加え、「市民ごちゃ
まぜ交流会」を、さまざまなテーマで毎年実施まぜ交流会」を、さまざまなテーマで毎年実施
各年 1 ～ 2 回実施各年 1 ～ 2 回実施

教育・児童福祉分野の情報交換会を開催教育・児童福祉分野の情報交換会を開催
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　地域活動者の高齢化・固定化が深刻化するなか、子どもから大人まで幅広い層の人た
ちが、「面白そう！」「やってみたい！」と思える工夫を盛り込みながら、「福祉」や「自
分の住むまち」について少しでも関心を持ってもらえる働きかけを進めます。
　具体的には、地域住民や障がいのある人等と連携した福祉学習プログラムづくり、一
人ひとりの強みを活かせる多様な「学び・交流の場」づくりに取り組みます。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

地域住民や障がいのある人等と連携した福祉学習プログラムの
組み立て

子どもから大人まで幅広い層の地域住民が、認知症や障がいの
ある人など、地域のさまざまな人たちと出会い接するなかで、「自
分たちにできること」を考えたり、「自分たちも誰かの役に立つ
こと」を体感しながら、「自分のまちをよくしたい」という想い
が芽生えるようなプログラムづくりを推進します。

取り組み 2

「（仮称）つながりラボ」の企画・実施

子どもからシニアまで、幅広い世代の人たちが、自分の好きな
ことや得意なことを住民に教えたり、教えてもらえるような住
民同士の学びあいの場づくりを進めます。こうした場づくりを
推進していくことで、住民の社会参加、地域のつながりづくり
などにつなげていきます。

　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

地域住民や障がいの
ある人等と連携した
福祉学習プログラム
の組み立て

「（仮称）つながりラボ」
の企画・実施

５年後の目標（到達点）
❖ �地域住民や障がいのある人等と連携した福祉学習プログラムが、市内全域で実施されている。
❖ �子どもから高齢者まで、幅広い世代の地域住民が学びあう場「（仮称）つながりラボ」が、市内全

域で実施され、世代を超えた交流が推進されている。

活動項目1－4： 地域で育みあう福祉学習

既存の福祉学
習プログラムの
把握・集約

新たな福祉学習プログラムのメニュー化・適宜実施新たな福祉学習プログラムのメニュー化・適宜実施 市内全域で新た
な福祉学習プロ
グラムを実施

登録ボランティア（グループ）の登録ボランティア（グループ）の
活動集約・メニュー化活動集約・メニュー化

「（仮称）つながりラボ」 の企画・「（仮称）つながりラボ」 の企画・
実施実施

地域住民（登録ボランティア以地域住民（登録ボランティア以
外）の活動集約・メニュー化外）の活動集約・メニュー化

市内全域で「（仮称）つながりラボ」市内全域で「（仮称）つながりラボ」
が実施が実施

強化

強化

協働

協働

3 

推
進
目
標

16 17



【実践事例】「子どもボランティアクラブ」による高齢者の買い物支援
　「子どもボランティアクラブ」は、小学 4 ～ 6 年生の有志が、継続してさまざま
なボランティア活動に取り組むクラブ。そのクラブ活動のひとつとして、高齢者の
買い物支援活動に取り組みました。
　近隣にスーパー等がなく、買い物困難な高齢者が多数暮らす集合住宅へ、市内で
高齢者施設を運営する社会福祉法人が「買い物バス」を運行。
　そのバスへクラブメンバーが同乗し、少し離れたスー
パーでの買い物をサポートしました。
　高齢者とペアになって一緒に店内を回る子どもたち。
活動を通して、子どもたちは地域の困りごとを知ると
共に、高齢者との触れあいから多くのことを感じる機
会となりました。

【職員ワーキング報告】事業所等ヒアリング「地域との連携・協働」
　本計画策定にあたり、職員ワーキングチームにて、計 11 ヶ所の事業所やテーマ
型活動団体（以下、事業所等）へ、「地域との連携・協働」に関するヒアリングを実
施しました。
　そのなかで、これらの事業所等が共通して話されていた点は、「自分たちの事業・
活動を推進していくうえで、地域とのつながりを大切に考えている」ということです。
特に、どの事業所等も、「責任」として以上に、「必要」なこととして捉えている点が、
とても印象的でした。
　「支える側」と「支えられる側」を超えた関係性。これは、住民同士の関係性のな
かでイメージされがちですが、地域と事業所等の関係性においても相通ずるものが
あると、今回のヒアリングを通して改めて確認しあいました。
　互いが互いを理解し、それぞれの持つ強みを相互活用しながら高めあっていく。
そんな関係性を、多くの地域と事業所等が築いていくことが、これからますます求
められていくはずです。一方で、どの事業所も、「地域とのつながり方がわからない」
という点を課題として挙げておられました。「地域の課題」と「事業所等の取り組み・
強み等」、これらを双方がどのように届けあっていくか、そのために伊丹市社会福祉
協議会が担うべき役割を、しっかり果たしていかねばなりません。
　この「推進目標 1」では、「多様な活動主体が出会い知りあう機会づくり」や、「事
業所等の強みが活かせるマッチング」などを掲げました。これらを進めていくため
には、伊丹市社会福祉協議会の情報収集力や発信力、企画
力を高めていくなどといった組織基盤を強化していくこと
も重要です。

3 

推
進
目
標

18



推進目標 2 誰もが認めあい、共に活動できる共生のまちづくりと社会参加

キーワード： 共生福祉社会・相互理解・社会参加・社会的包摂

　高齢者や子ども、障害の有無、性別、異なる文化背景等に関わらず、ふだんの暮らし
のなかで、お互いを認めあい、「伊丹に暮らす地域の一員」として、皆が参加し、つながり、
幸せや安心を感じる共生のまちづくりを進めます。
　地域で生きづらさを抱える人が、自分の強みに気づき、共に話しあい、学びあえる社
会参加の場を広げ、地域で「自分らしく共に生きる力」を育みます。

　【計画策定委員会・役員等研修会のひとコマ ≪現状と課題≫】

地域の居場所づくりなどをするなかで、「共生福祉社会」の視点は重要。
プラットフォームをつくる時に障がいのある人の視点が入ることが大切。
当事者を中心とした地域共生の仕組みづくり。

障害の有無に関わらず、誰もが参加できる居場所づくりが必要。「誰もが」
の視点が大事。

障がいのある人の家族は、本人の年齢があがるにつれて徐々に地域との
つながりが無くなり、分断されていくような感じを受けている。

お互いがお互いを知っていく取り組みが必要ではないか。音楽、アート、
スポーツなど楽しい活動を一緒にすることで、参加のハードルを下げていく。
日常生活のなかに、多様な出会いや交流の機会を。

共生福祉社会・相互理解

社会参加・多様な居場所

社会参加には多層性がある。多様なニーズに応じて選択することができる
多様な居場所づくりができれば。

つながりが無いがゆえに、お互いを知らない現状があるのではないか。
障害特性上、自ら出向くことは難しい。障害者デイサービスセンターなど、
利用している施設と地域とのつながりがもっとあれば。

地域との関わりなど、身近なところでちょっと参加できる機会、ちょっと
した居場所が必要。小さなことから進めていくことが必要ではないか。

個別ケアを重視しつつ、障害者デイサービスセンターを拠点に、ふだんの
ちょっとしたことから、地域住民やさまざまな活動主体と利用者一人ひとり
がつながれる機会ができれば。

推進目標 2
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　地域で生きづらさを抱える人やケアの必要な人の興味や想いに寄り添い、自分らしく
暮らし続けられるよう、地域住民やボランティア等、さまざまな人とのつながりを通じて、
一人ひとりの意思が大切にされ、一人ひとりの強みを活かせる社会参加の機会をみんな
の力で創出することをめざします。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

生きづらさを抱えた人が社会との関わりを持てる社会参加の機会
づくり

障がいのある人など、生活課題を抱え、生きづらさを感じてい
る人が、社会参加・自立生活に向けた第一歩を踏み出すための
きっかけとなる居場所や機会を、多様な活動主体と協働で創出
していくことをめざします。

取り組み 2

当事者組織（セルフヘルプグループ）への支援

当事者からの相談を受け止め、当事者組織（セルフヘルプグルー
プ）の立ち上げや運営を支援し、必要に応じてセルフヘルプグ
ループ同士の交流会等を実施します。

活動項目2－1： 一人ひとりの「強み」を活かせる協働による社会参加の機会づくり

“生きづらさ”とは何か？
　生きづらさとは、個人を取り巻く環境や社会の仕組み、周囲の人々との相互作用
などが原因で、個人が感じている苦しみや疎外感、自己否定感などが広範に広がっ
ている状態をさします。

　生きづらさの原因は多様で、次のようなものがあります。

経済的不安・自己否定感・ こころの不調・病気・障害・疎外された孤立状態・生
活困窮・家族や地域社会とのつながりの希薄さ・満たされない承認欲求・情報に
溺れて自身を見失う　など

　生きづらさは個人の問題ではなく、多様な社会的抑圧（環境）により、個人に内
在化することによって生まれてくるものと言えます。

強化 協働

サポート強化
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　ふだんの暮らしのなかで、誰もが一緒に活動し、楽しみながら互いの理解を深め、「こ
の地域で暮らす住民の一人」として、「心のバリアフリー」につながる活動の場づくりに
取り組みます。また、多様な団体等と連携し、地域での活動や学びの場の創出に努めます。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

誰もが「共に活動できる取り組み」を生み出すためのプラット
フォームづくり

障害者福祉センターを拠点として、関係機関や地域住民、障が
いのある人など多様な人々が協議する場を設け、誰もが共に活
動できる取り組みの創出につなげます。

取り組み 2

多様なテーマで相互理解を深め、共に活動できる共生の居場所
づくり

音楽、スポーツ、アート、農作業など、さまざまな内容をテー
マにした活動を通して、年齢や性別、障害の有無などに関わらず、
誰もが参加し、楽しみながら共に活動し、相互理解や啓発につ
ながる共生の居場所づくりを進めます。

★活動項目2－2： 誰もが参加しやすく、共に活動できる多様な機会の創出

強化 協働

協働

　【年次計画】

具体的
取り組み・事業

2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

生きづらさを抱えた
人が社会との関わり
を持てる社会参加の
機会づくり

当事者組織（セルフ
ヘルプグループ）へ
の支援

５年後の目標（到達点）
❖ �当事者ニーズに沿った多様な自立生活プログラムを開催し、社会参加につながる人が増えている。
❖ �当事者参加型のボランティア活動プログラムなど、一人ひとりの強みを活かした社会参加が　進

んでいる。
❖ �新たなセルフヘルプグループが立ち上がっている。

自立生活に必要なテーマを設定し、体験や学びを通じた自立生活プログラムを実施自立生活に必要なテーマを設定し、体験や学びを通じた自立生活プログラムを実施

セルフヘルプグループ同士の交流会・情報交換会の実施セルフヘルプグループ同士の交流会・情報交換会の実施

当事者参加型のボランティア活動プログラムをつくり、活動を通じて他者交流や自己肯定当事者参加型のボランティア活動プログラムをつくり、活動を通じて他者交流や自己肯定
感を高めるきっかけづくりを進める感を高めるきっかけづくりを進める

就労支援会議等を通じ、社会参加に一歩踏み出せる体験の機会や居場所づくりについて、就労支援会議等を通じ、社会参加に一歩踏み出せる体験の機会や居場所づくりについて、
協力事業所と協働して実施協力事業所と協働して実施

ニーズ調査・把握 当事者からの相談対応とセルフヘルプグループの組織化支援当事者からの相談対応とセルフヘルプグループの組織化支援

新規
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取り組み 3

誰もが気軽に集える場をめざすアイ愛センター運営

障害者福祉センターを拠点に、「（仮称）サタデーホールイベン
ト」や誰でも気軽に立ち寄り、思い思いに過ごせるフリースペー
スの設置、障害者デイサービスセンターを拠点に「（仮称）デイ
カフェ」の実施、地域住民が参加・体験できるオープンデイの
開催など、日常のなかで自然と集い、楽しく交流し、つながる
ことができる、市民に開かれた場の創出をめざします。

　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

誰もが「共に活動で
きる取り組み」を生
み出すためのプラッ
トフォームづくり

多様なテーマで相互
理解を深め、共に活
動できる共生の居場
所づくり

誰もが気軽に集える
場をめざすアイ愛セ
ンター運営

５年後の目標（到達点）
❖ �高齢者や子ども、障害の有無、性別、異なる文化背景等に関わらず、ふだんの暮らしのなかで、

「伊丹に暮らす地域の一員」として、皆が参加できる取り組みが増える。
❖ �アイ愛センターの認知度が高まり、来館者が増え、誰もが気軽に集える機会や場ができる。
❖ �近隣住民や近隣施設が障害者デイサービスセンターを訪れ、自然と交流できる施設運営となる。

強化 協働

障害者福祉センター運営委員会等を活用し、「共生の障害者福祉センター運営委員会等を活用し、「共生の
取り組み」を生み出すためのプラットフォームの在り取り組み」を生み出すためのプラットフォームの在り
方について検討方について検討

「共生の取り組み」を生み出す「共生の取り組み」を生み出す
ためのプラットフォームの実施ためのプラットフォームの実施

障がいのある方の理解啓発・誰もが共に学び合える「市民福祉講演会」の開催（年１回）障がいのある方の理解啓発・誰もが共に学び合える「市民福祉講演会」の開催（年１回）

・�障害者福祉センターロビー、玄関前広場等を活用した、「（仮称）サタデーホールイベント」・�障害者福祉センターロビー、玄関前広場等を活用した、「（仮称）サタデーホールイベント」
の開催の開催

・�障害者デイサービスセンターの食堂等を活用した「（仮称）デイカフェ」の実施・�障害者デイサービスセンターの食堂等を活用した「（仮称）デイカフェ」の実施
・�開催評価（内容の見直し・ブラッシュアップ）・�開催評価（内容の見直し・ブラッシュアップ）

近隣住民や近隣施設が障害者デイサービスセンターの施設見学や活動等に参加・体験近隣住民や近隣施設が障害者デイサービスセンターの施設見学や活動等に参加・体験
できるオープンデイや日中プログラムの実施できるオープンデイや日中プログラムの実施

多様な関係機関と協働した、交流・多様な関係機関と協働した、交流・
理解啓発イベント、「手をつなぐ夏理解啓発イベント、「手をつなぐ夏
の夕べ」・「フェスタ・イン・いたみ」の夕べ」・「フェスタ・イン・いたみ」
の開催の開催

アイ愛カルチャー教室の見直し（誰アイ愛カルチャー教室の見直し（誰
もが共に参加できる教室を試行実もが共に参加できる教室を試行実
施・評価）施・評価）

市民に開かれたセンターの運営を市民に開かれたセンターの運営を
検討する「運営委員会」の開催検討する「運営委員会」の開催

（2 年ごと）（2 年ごと）

多様な関係機関と連携・協働した、交流・理解啓発多様な関係機関と連携・協働した、交流・理解啓発
イベントの開催イベントの開催

誰もが共に参加できる教室の実施誰もが共に参加できる教室の実施

市民に開かれたセンターの運営を市民に開かれたセンターの運営を
検討する「運営委員会」の開催検討する「運営委員会」の開催

（2 年ごと）（2 年ごと）

障害者福祉センターの貸室等を活障害者福祉センターの貸室等を活
用したフリースペースの試行設置・用したフリースペースの試行設置・
評価評価

多様な関係機関と連携・協働した、交流・理解啓発多様な関係機関と連携・協働した、交流・理解啓発
イベントの開催イベントの開催
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図 3：誰もが「共に活動する取り組み」を生み出すためのプラットフォームイメージ図

つなぐ・つながる “アイ愛センター”
　「アイ愛センター」は、障がいのある人の自立と社会参加を支援する活動拠点である
と共に、障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に利用できる市民の交流拠点である「障
害者福祉センター」と、心身に重度の障がいのある人が、自分らしく、
さまざまな人とつながり、ふれあいながら主体的に活動できる場で
ある「障害者デイサービスセンター」を総称した名称です。
　施設が市民の皆さんに愛され、親しまれる場となることを願い、

「愛」という思いを込めると共に、「ITAMI」の「I」と「私」の「I」
（アイ）」を掛けあわせて名付けられました。 アイ愛センター

シンボルマーク

【実践事例】　誰もが共に参加できるカルチャー教室の実施
　障害者福祉センターでは、市内在住の障がい者の生きがいと健康維持のサポートを
目的に、文化やスポーツ等をテーマにした「アイ愛カルチャー」を実施してきました。
　また、障害の有無や年齢等を問わず、皆が参加し交流できる教室展開を視野に、
2023（令和 5）年度より、試験的にフィンランド発祥のニュースポーツ「モルック」
をプログラムに加えています。
　今後は教室の実施だけではなく、障がい者、
地域住民、ボランティアグループ、市内の学校
等が一緒に参加して楽しめる機会として、モルッ
ク大会の開催を計画しています。
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　被災時の支援や災害への備えは、年齢や障害の有無等に関わらず、その地域で暮らす
住民全員にとっての課題です。日頃から高齢者や子ども、障がいのある人等を含めた地
域住民が、互いに被災時に必要な支援等について共有し、有事に備えた体制を整えられ
るよう支援します。また、伊丹市社会福祉協議会が伊丹市と共に担う福祉避難所や緊急
一時対応の役割について、更に有効に機能するよう努めます。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

地域やさまざまな機関と連携した災害ボランティアセンターの
運営強化

「（仮称）災害ボランティアセンター検討委員会」を立ち上げ、
地域の自治会やさまざまな機関に参画していただき、災害ボラ
ンティアセンターの設置・運営について協議し、連携体制を構築
していきます。

取り組み 2

多様な活動主体と協働した福祉避難所体験訓練の実施

障害者福祉センターが災害時の福祉避難所としてスムーズに、
有効に機能するように、福祉避難所開設・運営体験訓練を高齢
者や障がい者など、支援を必要とする当事者をはじめ、地域住
民や多様な関係者と共に検討しながら進めていきます。

取り組み 3

伊丹市、関係機関と連携した緊急一時対応機能の充実

障害者福祉センターの ADL 室を活用したセーフティネットとし
ての機能について、障がい者だけではなく、高齢者や DV 被害
者などにも対象を広げ、効果的に活用できるよう、伊丹市や関
係機関と検討を進めます。

活動項目2－3： 災害時や緊急時に備えた支援体制づくり

強化

協働

協働

協働

新規
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　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

地域やさまざまな機
関と連携した災害ボ
ランティアセンター
の運営強化

多様な活動主体と協
働した福祉避難所体
験訓練の実施

伊丹市、関係機関と
連携した緊急一時対
応機能の充実

５年後の目標（到達点）
❖ �災害ボランティアセンターの立ち上げに備えて、地域やさまざまな機関との連携が強化されている。
❖ �定期的に避難所開設・運営に関する体験訓練を実施し、多様な活動主体と有事に備えた連携が取

れている。
❖ �セーフティネットとして、幅広い対象者へのＡＤＬ室の緊急一時保護機能を果たしている。

災害ボランティ
アセンター検討
委員会・運営訓
練の実施

避難所運営マニュアルの整備、職員・関係者とのマニュアル共有避難所運営マニュアルの整備、職員・関係者とのマニュアル共有
避難所開設・運営に関する体験訓練実施に向けた協議避難所開設・運営に関する体験訓練実施に向けた協議

ＡＤＬ室を活用した緊急一時保護対ＡＤＬ室を活用した緊急一時保護対
応について、幅広い対象者を受入応について、幅広い対象者を受入
れるための、活用ルールの見直し、れるための、活用ルールの見直し、
環境整備の検討環境整備の検討

災害ボランティ
アセンター検討
委員会・運営訓
練の実施

災害ボランティ
アセンター検討
委員会の実施

避難所開設・運営に関する体験訓練実施（振り返り避難所開設・運営に関する体験訓練実施（振り返り
& ブラッシュアップ）振り返りに基づいたマニュアル& ブラッシュアップ）振り返りに基づいたマニュアル
の更新の更新

新たな活用ルール、環境整備に基づいた受入れ対応新たな活用ルール、環境整備に基づいた受入れ対応

災害ボランティ
アセンター運営
訓練の実施

災害ボランティ
アセンター検討
委員会の実施
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多様な活動主体が連携・協働できる総合相談支援体制の推進

キーワード： 権利擁護・ 意思決定支援・ 孤立防止・ 多機関協働ネットワーク

　高齢者、障がいのある人等の対象者別ではなく、生活のしづらさを抱えた、住民一人
ひとりの多様な生活課題に対し、権利擁護支援を根幹とした、「総合相談支援体制」を
整備します。民間性を活かした多機関協働ネットワークを構築し、社会資源の創出等を
行い、「入口から出口まで」を支援できる総合相談支援体制を強化します。

　【計画策定委員会・役員等研修会のひとコマ ≪現状と課題≫】

地域住民に加えて、民間事業所、専門職とも連携・協働して取り組みながら、
少しでも孤立防止へアプローチしていくことが必要。

多様な問題を抱えた人が増えるなか、重層的支援体制がキーになってくる
と思う。

支援者をサポートする体制がないとしんどいのではないか。

多様な相談に対応するための多機関連携の体制（総合相談・権利擁護）

孤立防止

本人を中心にさまざまな形で問題解決などを図っていくことが基本。
誰もが意思表示ができるというのが福祉の視点。権利擁護を中核とした本人
中心のチーム支援づくりが必要。

SOSの発信や本人が自己選択、自己決定できるようなサポートが必要では
ないか。

権利擁護に関わっている人だけではなく、地域も含めて意思決定支援の
考え方を広げていくことが大事。地域の人にも知っていただけるような場
があればいいと思う。

意思決定支援

孤立は高齢者だけでなく、子ども、若者、困窮（特に母子世帯）、障がい
のある人など、全世帯、全分野的に広がっている。

孤立世帯への支援を考えていくなかで、さまざまな社会福祉法人が関わる
ことで、それぞれの強みを活かした活動を展開していけるのではないか。

推進目標 3
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　「制度の狭間」の相談等を受け止めるための入口を強化するため、地域福祉推進室に「エ
リア担当制」を導入し、伊丹市社会福祉協議会事務局内で連携した相談支援を行います。
出口づくりとして、「重層的支援体制整備事業」や個別支援と地域支援の両面からアプロー
チする「課題調整会議」を活用し、課題共有と多機関と協働した支援を行います。また、
伊丹市への働きかけを行い、課題の普遍化に向けた協議にも取り組みます。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

入口から出口につながる総合相談支援体制の構築

「制度の狭間」で明確な支援機関が見当たらず、地域住民が状況
を把握しているものの、相談できずに抱え込んでしまっている
場合は、伊丹市社会福祉協議会の個別支援ワーカーとコミュニ
ティワーカーが「エリア担当制」を導入して対応します。また、
地域住民と協働して相談に対しての初動対応（入口）の強化を
図る他、重層的支援体制整備事業等と連携を図ることで相談支
援の継続や社会参加の機会づくり等、相談に対しての出口づく
りを含めた継続的な支援体制の構築を図ります。

取り組み 2

民間性の視点を活かした重層的支援体制の構築

地域福祉推進室に、相談支援、参加支援、地域支援のコーディネー
ターおよび包括化支援担当者を配置し、民間性の視点を活かし
た多機関協働の支援体制構築を行います。
そのための多機関協働の基盤となる社会福祉法人連絡協議会の
促進を図ります。

取り組み 3

課題調整会議を活用した協働による社会資源開発

伊丹市社会福祉協議会の取り組みのなかで見えてきた地域生活
課題を中心に置きながら、包括化推進ネットワークの対応等か
ら見えてきた地域生活課題に対して、民間性の視点を活かした
社会参加や社会資源について検討します。また、地域課題の共
有化を行い、必要に応じてプロジェクト化してチームで検討す
る等、多様な活動主体と共に考える仕組みづくりを進めます。

取り組み 4

障害者デイサービスセンターにおける「意思決定支援」「地域生活
支援」を重視したケアの推進

「地域で暮らすその人自身」を重視し、課題の解決だけを目的と
せず、本人の意思決定を支援し、地域で役割を発揮した自分ら
しい地域生活と社会参加に視点を置いたケアを実践します。

★活動項目3－1： 重層的支援体制整備事業を活かした総合相談支援体制の強化

強化

強化

強化

強化

協働

協働

協働

社協中心
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　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

入口から出口につ
ながる総合相談支
援体制の構築

民間性の視点を活
かした重層的支援
体制の構築

課題調整会議を活
用した協働による
社会資源開発

障害者デイサービス
センターにおける「意
思決定支援」「地域
生活支援」を重視し
たケアの推進

５年後の目標（到達点）
❖ �取りこぼすことのない相談支援体制と民間性の視点を活かした社会参加資源の開発を連動して実

施できている。
❖ �民間事業所のネットワーク構築が進んでいる。
❖ �「意思決定支援」「地域生活支援」を重視したケアを通じて、利用者が地域社会のなかで、自分ら

しい地域生活を実現する支援ができる。

図 4：伊丹市社会福祉協議会における総合相談支援体制のイメージ図について

エリア担当制による初動対応の実施エリア担当制による初動対応の実施

民間性の視点を活かした社会参加や社会資源の課題に関するプロジェクト化・仕組みづくり民間性の視点を活かした社会参加や社会資源の課題に関するプロジェクト化・仕組みづくり

・利用者の地域生活を意識した、多様な機関と協働した意思決定支援研修会の実施・利用者の地域生活を意識した、多様な機関と協働した意思決定支援研修会の実施
・�利用者一人ひとりの理解を深め、意思決定を支援するための「（仮称）その人を知る事・�利用者一人ひとりの理解を深め、意思決定を支援するための「（仮称）その人を知る事

例検討会」の実施例検討会」の実施
・利用者が、地域の一員として役割を担える地域活動・イベントへの参加支援・利用者が、地域の一員として役割を担える地域活動・イベントへの参加支援

協議の場の検討

実務担当者会議
の開催

民間事業所参加の協議の実施民間事業所参加の協議の実施

ほっとかへんネットの推進ほっとかへんネットの推進
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【相談支援の総合化】
　住民から寄せられる個別の相談や、地域福祉活動・社会参加に関する相談等を総合的に
受け止め、関係機関と連携を図りながら支援を行います。

【伊丹市社会福祉協議会事務局内でのエリア担当制】
　制度の狭間等で明確な支援機関が見当たらない場合は、伊丹市社会福祉協議会の個別支
援ワーカーとコミュニティワーカーが一体となり、初動対応（Ⅰなんでも相談初動対応）
および支援方針の検討（Ⅱ仮称：相談支援戦略会議）を行います。さらに、重層的支援体
制整備事業の多機関協働事業等と連携を図りながら、継続的な支援体制の構築を図ります。
　また、多機関協働に関わる支援機関のエリアネットワークの構築等、地域における多機
関協働の基盤づくりを進めます。

【課題調整会議】
　伊丹市社会福祉協議会の取り組みのなかで見えてきた地域生活課題を中心に置きながら、
包括化推進ネットワークの対応等から見えてきた課題に対して、民間性の視点を活かした
社会参加や社会資源等について検討します。また、地域課題の共有化を行い、必要に応じ
てプロジェクト化してチームで検討する等、多様な活動主体と共に考える仕組みづくりを
進めます。

【入口から出口につながる総合相談支援体制】
　地域住民の困りごとを発見した時やその相談を受けた時（入口）から、解決のためにさ
まざまな支援者を結びつけ、各種サービスや活動につなぎ、必要に応じて新たに資源や仕
組みを開発するなど（出口）、一貫した支援に取り組みます。
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　伊丹市福祉権利擁護センターは、高齢者や障がいのある人等への相談支援機関が行う
権利擁護支援に関して、法的課題の整理や意思決定支援などのバックアップを行います。
また、本人を中心とした意思決定支援体制を充実させるため、権利擁護支援チームの構
築をコーディネートします。さらに、本人・成年後見人・家族・福祉専門職・地域住民
に対し、意思決定支援についての啓発や権利擁護支援を推進する地域の基盤づくりを促
進します。
　加えて、成年後見制度にとどまらず、身寄りのない人への支援に関する社会資源とつ
ながり、権利擁護支援の充実を図ります。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

「意思決定支援」を実践するためのチームづくり

判断能力が低下した方の成年後見人は、選任後も「意思決定支
援ガイドライン」に沿って支援していく必要があります。その
ため、被後見人、親族、成年後見人、福祉関係機関等と連携を
図るための場の設定等をコーディネートし、意思決定支援を実
践するためのチームづくりの支援を行います。

取り組み 2

意思決定支援の理解促進

意思決定支援を推進するためには、本人、家族、成年後見人、
専門職、地域住民等の理解が必要です。これらの権利擁護支援
に関わる関係者ごとの理解を進めるため、市民後見人の経験者
等が意思決定支援の重要性を発信していくツールを作成します。

取り組み 3

権利擁護に関する社会資源との連携

身寄りのない人への支援に関して、身元保証、死後事務等の社
会資源が増えてきています。それらの関係機関と協議等を行い、
権利擁護支援ネットワークを強化していきます。

★活動項目3－2： 地域を基盤とした権利擁護支援体制の充実

強化

強化

協働

社協中心

新規 サポート
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　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

「意思決定支援」を
実践するためのチーム
づくり

意思決定支援の理解
促進

権利擁護に関する社
会資源との連携

５年後の目標（到達点）
❖ �本人・家族・当事者・福祉専門職の意思決定支援についての理解と意識の向上が、市内全体で進ん

でいる。
❖ �意思決定支援を軸に置いたチームづくりが進み、市内で実践が広がっている。
❖ �身元保証・死後事務等の関係機関とネットワークを構築し、権利擁護の資源開発に取り組むことが

できている。

図 5：意思決定支援を理解促進するための仕組みについて

意思決定支援の理解促進意思決定支援の理解促進

・市民後見人による意思決定支援の普及啓発・市民後見人による意思決定支援の普及啓発
・市民・家族向けの成年後見体験教室の実施・市民・家族向けの成年後見体験教室の実施
・福祉専門職を対象とした成年後見人との連携や意思決定支援の研修・福祉専門職を対象とした成年後見人との連携や意思決定支援の研修

社会資源の把握社会資源の把握 身元保証・死後身元保証・死後
事 務 等 の 関 係事 務 等 の 関 係
機関との協議機関との協議

権利擁護の資源開発の検討権利擁護の資源開発の検討

本人・成年後見人等が参加する意思決定支援の実践・本人・成年後見人等が参加する意思決定支援の実践・
コーディネートコーディネート
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図 6：第8次地域福祉推進計画での権利擁護支援の位置づけ（案）

　重層的支援体制整備事業における包括化推進ネットワークのなかに、中核機関である伊丹
市福祉権利擁護センターが加わることで権利擁護支援のサポート機能の強化を図ります。
　また、地域連携ネットワークのコーディネートを行い、本人の意思決定支援を支えるチー
ム支援を形成し、権利擁護に関する社会資源と包括的に連携することで、対象者の判断能力
の低下等に伴う多様な地域生活課題への支援をサポートしていきます。

【職員ワーキング報告】　高齢者・障がいのある人からのメッセージ
～意思決定支援インタビュー調査より～

　本計画の策定にあたり、職員ワーキングチームにて、高齢者や障がいのある人へのイ
ンタビュー調査を実施しました。
　インタビュー調査では、当事者の皆さんが日頃から家族や支援者に対して感謝の気
持ちを抱いていることが伺えました。一方で、どうしても支援を受ける立場であるがゆ
えに、自らの意思を発信しにくい場面があることも語られました。
　意思決定支援においては、意思決定のプロセスが重要です。
　今回のインタビュー調査を通じて、本人・家族・支援者・成年
後見人・地域住民の皆さんが意思決定支援を意識して取り組む
ことの重要性があらためて明らかになりました。
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　コロナ禍に、伊丹市社会福祉協議会では「新型コロナウイルス特例貸付」を実施しま
した。そこでつながった世帯に寄り添いながら、継続した生活支援と社会参加への支援
を進めます。さらに、貸付世帯以外にも対象を拡大させるように働きかけていきます。
また、市内の社会福祉法人とも連携し、孤立させない仕組みづくりを検討します。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

孤立世帯に対する生活支援・社会参加の仕組みづくり

特例貸付世帯を中心とした社会的孤立世帯に対して、フードパ
ントリー事業等を実施し、継続的な生活支援を行います。
また、生活支援を行いながら、地域福祉活動・ボランティア活
動等へつなぎ、「食」を通じた社会参加や就労準備・訓練等の仕
組みづくりを行います。

取り組み 2

社会福祉法人との連携

市内の社会福祉法人と共に、地域課題に対して民間性を活かし
た社会貢献活動を行うための協議の場を設定し、社会的に孤立
している世帯への生活支援や社会参加につながる取り組みを検
討していきます。

　【年次計画】

具体的な取り組み 2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

孤立世帯に対する生
活支援・社会参加の
仕組みづくり

社会福祉法人との
連携

５年後の目標（到達点）
❖ �コロナ特例貸付者を中心に、「食」を通じた生活支援と社会参加の支援が実施できている。
❖ �コロナ特例貸付者以外の孤立世帯への生活支援と社会参加支援の資源開発に取り組めている。
❖ �社会福祉法人との地域課題に関する協議の場を設定し、民間性を活かした充実した協議ができて

いる。

活動項目3－3： 社会的孤立をさせないための仕組みづくり

社協中心新規

協働継続

社会的孤立世帯向けフードパントリー事業の実施社会的孤立世帯向けフードパントリー事業の実施

実務担当者会議
の開催

社会参加のニーズ把握および検討社会参加のニーズ把握および検討

民間性を活かした資源開発のための社会福祉法人との協議の場民間性を活かした資源開発のための社会福祉法人との協議の場

社会福祉法人と連携した孤立世帯への支援ネットワー社会福祉法人と連携した孤立世帯への支援ネットワー
クの構築クの構築

「食」を活用した社会参加支援の資源開発「食」を活用した社会参加支援の資源開発
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図７： 新型コロナウイルス特例貸付者へのフォローアップの仕組みについて

図８： フードパントリー事業について
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【コラム】新型コロナウイルス特例貸付から見えてくる
　　　　 ～コロナ禍での生活困窮者の声～
　令和 2 年 3 月より、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯を対象に、
生活資金の貸付を行いました。市内だけでも2,276世帯が利用することになりました。
　コロナ禍が収束した現在においても、生活が安定していない方は多く、借受人を
対象とした調査では、回答者の 3 割以上が「相談できる相手がいない」と回答して
おり、社会的に孤立している状況が浮き彫りとなりました。
　今回の貸付を通じて、単なる経済的支援だけでなく、生活相談の充実や社会参加
の支援など、孤立解消に向けた支援の必要性が明らかになりました。

９．現在、生活で困っていること・不安なことについて

コロナ特例貸付利用者アンケート調査より一部抜粋
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地域福祉推進のための体制整備（社会福祉協議会の組織基盤強化）

キーワード： 計画進捗管理・人材育成・組織マネジメント

　伊丹市では、令和 5 年度より「重層的支援体制整備事業」が実施されています。これは、
地域福祉における課題を包括的に解決するため、行政・専門機関・住民が連携し、支援
体制を構築する取り組みです。複合的な問題を抱える人々を支援できるよう、行政や地
域の多機関が協力して、生活困窮者への支援や地域のつながりの強化を図り、多様な課
題に柔軟に対応できる体制の構築をめざしています。また、地域のなかで住民同士が協
力し、支えあう関係を築くことも重要です。
　こうしたなか、伊丹市社会福祉協議会は、地域の福祉団体や住民と密接に連携し、「み
んなで創る、自分らしく暮らせる共生のまち」の実現に向けて、地域に根ざした活動を
展開すると共に、民間の支援機関や社会資源を活用したネットワークづくりを進めます。
そして、前述の取り組みをより一層推進するため、組織基盤強化に努めます。

　【計画策定委員会・役員等研修会のひとコマ ≪現状と課題≫】

計画はできた時点で古くなる。
随時、計画を見直していくことが重要になってくる。

計画が継続的に推進できているかだけでなく、新たな課題も踏まえて、
チェックする機能が必要ではないか。

伊丹市社会福祉協議会がどのような活動に取り組んでいるのか情報発信
していくことは非常に大事。
加えて、地域福祉活動について周知、情報発信行い、地域の活動をサポート
していくこともは非常に大切。

やらされているではなく、活動の意義を明確にし、自分自身の成長や
取り組むことでの高揚感を感じられることが職員育成にも連動する重要
な視点。

組織基盤強化

推進目標 4
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　本計画は、伊丹市と協力しつつ、社会福祉協議会の持つ「住民主体の協議体」と「地
域福祉の専門機関」という二つの組織特性を生かした、民間による地域福祉を推進する
ための重要な協働計画です。本計画を推進していくためには、さまざまな立場の人々に
よる意見が大切になります。伊丹市社会福祉協議会の役職員による進捗管理に加え、関
係機関や団体が参画した、第 8 次地域福祉推進計画推進委員会（以下、「推進委員会」と
いう。）を設置し、本計画の進捗状況の確認や見直しに向けた協議を行います。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

推進委員会の開催

本計画における協働して取り組む事項の推進や社会情勢の変化
に対応する新たな課題について協議する推進委員会を設置しま
す。さまざまな活動分野から参画いただき、計画の更なる推進
のための協議を進めます。

取り組み 2

理事会・評議員会での進捗管理

推進目標ごとの活動項目についての具体的な取り組み・年次計
画に基づき、毎年、 担当部署の職員が進捗状況を取りまとめ、
理事会、評議員会において進捗の報告や協議を行います。また、
推進委員会と連携した協議を行い、年度ごとの事業計画にも反
映させます。

取り組み 3

職員による現状確認

計画を推進するにあたり、職員が計画を共有し一体的に進める
事が重要なことから、担当部署における進捗状況の取りまとめ
に加え、職員研修の一環として、計画の進捗状況を共有や課題
等を共有する機会をつくります。

図 9： 第8次地域福祉推進計画進捗管理イメージ図

★活動項目4－1： 地域福祉推進計画の推進のための仕組みづくり

新規 協働

強化

強化

社協中心

社協中心
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　【年次計画】

具体的
取り組み・事業

2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

推進委員会の開催

理事会・評議員会で
の進捗管理

職員による現状確認

５年後の目標（到達点）
❖ �推進委員会、理事会・評議員会、事務局が連動し、進捗管理を行うと共に、社会状況に応じた取

り組みを進める事ができている。
❖ �第 9 次地域福祉推進計画策定に向けて、本計画の評価ができている。

推進委員会の開催（年 2 回）推進委員会の開催（年 2 回）

理事会・評議員会での進捗管理理事会・評議員会での進捗管理

職員による進捗管理職員による進捗管理

第9次計画策定第9次計画策定
委員会の設置委員会の設置
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　伊丹市社会福祉協議会の職員として求められるのは、「住民が主体的に進める多様な地
域福祉活動を支援する力」や「地域住民が自らの生活課題に向きあい、主体的に取り組
むプロセスを支援する力」、「多様な関係機関・団体との連携による課題解決につなげる力」
です。これらを高めていくためには、「当事者・地域住民の主体形成」、「地域生活の支援」、

「連携・協働」の視点を持ちながら、地域福祉の開発と実践を進めていくことが重要です。
　また、第 7 次地域福祉推進計画では、新人職員の育成プログラムを作成し、新人職員
育成を進めてきましたが、研修全体における基本方針の策定と共に、階層（役職）別の
研修計画の体系化を進めます。これにより、伊丹市社会福祉協議会職員としての専門性
と実践力を高め、地域福祉の向上に貢献できる体制を整えていきます。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

中間支援機能を発揮するための専門性の強化

伊丹市社会福祉協議会の職員として地域福祉を推進するため、
開発力と実践力のある職員を養成します。そのために「地域診
断力」「調整力」「組織化力」「ニーズ把握力」「企画力」などの
力を発揮するための研修を実施します。さらに、個別支援にお
いては「権利擁護支援」の専門的なスキルを習得するための研
修を行います。また、地域支援においては、地域福祉の中間支
援機能を発揮するために必要な地域アセスメントの手法やファ
シリテーションの技術を学ぶ「コミュニティワーク」の体系的
な研修を実施します。

取り組み 2

階層（役職）別職員研修の体系化

階層ごとに求められる役割、職種ごとに求められる役割を整理
し、スーパービジョンも含めた職員育成のための研修体系を整
備します。
また、外部研修も活用した人材育成を進めます。

取り組み 3

職員の実践発表の実施とOJT による人材育成

地域福祉の現場において、日々の業務を振り返り、分析し、そ
こから得られた成果や課題を発信することは、職員の実践力や
専門性を高める重要な機会となります。日頃の業務や組織内、
対外的な場等、さまざまな場面で実践発表の機会を作り「実践力」

「分析力」の養成に取り組むと共に、組織全体で知識や経験を共
有し、地域福祉の開発実践ができる人材育成をめざします。また、
OJT と連動し、職員が日々の業務で得た学びや経験を発表に活
かせるよう、サポートを行います。

活動項目4－2： 地域福祉を推進するための人材育成

強化

強化

社協中心

社協中心

社協中心

継続
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　【年次計画】

具体的
取り組み・事業

2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

中間支援機能を発揮
するための専門性の
強化

階層（役職）別職員
研修の体系化

職員の実践発表の実
施 と OJT に よ る 人
材育成

５年後の目標（到達点）
❖ �各職員に求められる役割が明確になり、それぞれに応じた育成プログラムが実施できている。

研修体系

研修区分 具体的な内容

全体研修 　庶務、接遇、メンタルヘルス、人権研修等、職員としての基
本的な知識を学びます。

階層別研修 　階層別に求められている知識・技術を明確にし、階層ごとに
研修し、必要な知識・技術を習得します。

実践発表の機会 　課題解決力や業務改善の視点を養うと共に、組織全体で知識
や経験を共有し、職員のスキルアップをめざします。

OJT 　各部署で先輩や上司が実際の業務を通じて的確な指導を行い、
職員のスキルや知識の向上を図ります。

リスクマネジメント
研修

　個人情報や個別ケース等を取り扱う職場として、パソコン等
での情報管理や、事故予防のための研修を行うと共に、コンプ
ライアンス（法令遵守）の意識向上を図ります。

実践発表の機会

実践発表の目的
職 員 の ス キ ル 向 上：�実践発表を通じて、自身の業務を振り返り、課題解決力や業務

改善の視点を養う。
組 織 内 の 知 識 共 有：�各職員の取り組みや学びを全体で共有し、組織全体のレベルアッ

プを図る。
モチベーション向上：�発表を目標に据えることで、日々の業務への意識向上を促す。

OJT との連携
業務中の学びを活かす：�OJTで培ったスキルや経験を発表内容に反映させる。指導者（上

司）が発表のサポートを行う。
目 標 設 定：�OJT開始時に、発表に向けた具体的なテーマやゴールを設定し、

進捗を管理する。
フィードバックの活用：�発表後には、指導者や同僚からのフィードバックを基に改善点

を明確化する。

先進地視察・調査研究・専門研修の実施先進地視察・調査研究・専門研修の実施

研修体系に沿った研修の実施研修体系に沿った研修の実施基本方針と階層（役職）ごとの研基本方針と階層（役職）ごとの研
修計画の体系整備修計画の体系整備

実戦発表の実施実戦発表の実施

⎧
⎨
⎩
強化強化
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　地域福祉を推進するためには、地域住民や団体、企業等からの理解や協力を得ながら
効果的かつ継続的な事業展開が必要です。そのために、地域福祉活動を支える伊丹市社
会福祉協議会の組織基盤を強化し、持続可能な運営体制を構築することが求められてい
ます。
　そこで、組織マネジメントの視点から「地域福祉事業への理解と財源確保」および「広
報・情報発信の強化」に重点的に取り組みます。

　【具体的な取り組み】

取り組み 1

地域福祉財源の検討

地域福祉の推進に向け、住民や団体、企業などの理解を得ると
共に、地域課題に効果的に対応する事業を展開するため、地域
福祉財源の在り方について検討します。また、地域福祉財源の
確保・活用に向けた取り組みを進めます。

取り組み 2

広報・情報発信の強化

会費や寄付金、共同募金への住民からの協力を得ていくために
は、寄付等されたものが、どのように使われているかを示す事
が大切です。そのため、「伊丹市社会福祉協議会が何をしている
か」について、情報を整理し、住民・団体・企業等にもわかり
やすい形でのツールの作成を検討し実施します。

　【年次計画】

具体的
取り組み・事業

2025 年度
（令和 7 年度）

2026 年度
（令和 8 年度）

2027 年度
（令和 9 年度）

2028 年度
（令和 10 年度）

2029 年度
（令和 11 年度）

地域福祉財源の検討

広報・情報発信の強化

５年後の目標（到達点）
❖ �伊丹市社会福祉協議会の事業をわかりやすく説明したツールができており、それを活用した啓発

ができている。
❖ �多様な活動主体、多世代への情報発信ができている。
❖ �職員の自己財源に対する意識化が図られ、財源に向けた具体的な取り組みが進んでいる。

活動項目4－3： 地域福祉を推進するための組織マネジメント

自主財源の確保・活用の検討プロジェクト自主財源の確保・活用の検討プロジェクト

職員プロジェクトの設置・社会福祉協議会事業の見える化の検討・実施プロジェクト職員プロジェクトの設置・社会福祉協議会事業の見える化の検討・実施プロジェクト

財源確保・活用に向けた取り組みプロジェクト財源確保・活用に向けた取り組みプロジェクト

職員プロジェク職員プロジェク
トの設置トの設置

強化

強化

社協中心

社協中心
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おわりに

　第 8 次地域福祉推進計画（以下、第 8 次計画／本計画）は、伊丹市社会福祉協議会（以下、
伊丹市社協）において、職員ワーキングやプロジェクト会議、経営戦略会議、研修会といっ
た内部の取り組みを先行させた上で、全 7 回にわたる計画策定委員会での議論を経て完成を
迎えました。
　まずは、本計画に関わったすべてのステークホルダーの皆さまに、感謝申し上げます。長
きに渡り、本当にお疲れ様でした。私自身も一部の職員ワーキングに参加しましたが、住民・
関係機関等へのヒアリングや、策定委員の貴重な意見に真摯に向きあうスタッフの姿勢には、
心を打たれるものがありました。また、約 1 年間にわたる策定プロセスを通じて、「伊丹市社
協がめざすべき地域福祉の理念とは何か」「その方向性をどう描くか」といった根本的な問い
に立ち返りながら、丁寧な計画づくりが進められていたことが印象的でした。こうした議論
を経て掲げられた第 8 次計画の理念は、「みんなで創る、自分らしく暮らせる共生のまち」です。
その実現には、住民自治・住民参加を基盤に、多様な人々や主体が、組織や地域の枠を超え
て共創していくことが欠かせません。まず、「住民自治・住民参加」について、少し噛み砕い
て考えてみましょう。住民自治とは、自分たちが暮らす地域のことを、自分たち自身で決め
ていく営みであり、そこには人権の保障・尊重といった視点が含まれます。推進目標におい
ても、“権利擁護”や“意思決定支援”といったキーワードが確認できますが、第 8 次計画で
は、こうした価値を住民自治の根幹に据えています。次に、住民参加は、単に専門職や行政
が住民の声を聴くという形式的なものではなく、住民・専門職・行政が、それぞれの責任と
権限を持ち寄り、分かち合いながら、ともに意思決定し行動していくという視点が肝要です。
重要なのは、この協働のプロセスそのものが、ゼロサム（誰かの得は誰かの損になるという
考え方）ではなく、ポジティブサム（関わるすべての人の力が高まり合う）な関係であると
いう点です。住民が地域課題の当事者として主体的に関わることによって、専門職や行政の
視野や発想も豊かになり、より実効性のある解決策が生まれてきます。立場や経験の違いを
尊重し、補い合うことで、単独では得られなかった価値が生まれる——このような包摂的な
対話による関係性のなかにこそ、住民参加の本質があるといえるでしょう。
　そして、組織や地域の枠を超えた「共創」の視点についてです。第 8 次計画では「共創」
という言葉こそ使っていませんが、「みんなで創る」という理念や、“民間協働ネットワーク”“多
機関協働ネットワーク”といった推進目標におけるキーワードが、まさにその方向性を示し
ています。これからの地域福祉実践は、地域内の資源だけで閉じて発想するのでなく、他の
社会福祉法人や NPO、学校、企業、協同組合など、多様な主体の参加も促し、異質な存在同
士をつなぐ中間支援機能が求められます。こうしたつながりは、結果として地域そのものの
活力につながる可能性を秘めていると考えられます。場合によっては、伊丹市外の人や組織
との連携が、新たな相乗効果を生むこともあるでしょう。
　伊丹市社協では、第 8 次計画の理念を実現するために、「地域福祉を推進するための中間支
援機能の発揮」を方向性として打ち出しています。それは、住民の立場から地域福祉の中間
支援機能（協議体、事業体、運動体）をこれまで以上に発揮し、実践する民間組織として、
伊丹市社協が地域福祉の推進を担っていくという、力強い宣言でもあると感じています。最
後に、本計画というツールを通じて、伊丹市民一人ひとりが主体となって“ワクワクしながら、
楽しく暮らしを営む”ことのできる「共生のまち」づくりの広がりを、心より期待しています。

第 8 次地域福祉推進計画策定委員会副委員長

柴　田　　 学  （関西学院大学 人間福祉学部 准教授）
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伊丹市社会福祉協議会を取り巻く現状
　我が国の高度経済成長以前の地域社会では、地縁や血縁、社縁など生活のなかでお互いが
つながり、気にかけあいながら支えあい、それが人々の暮らしを支えていました。しかし、
経済発展のなかで、人々の価値観やライフスタイルが多様化し、少子高齢化・人口減少が進み、
世帯規模の縮小・単身世帯の増加が顕著になり、家族や地域における支えあいの基盤が弱まっ
てきています。また、社会問題として「8050 問題」や「ダブルケア」等、福祉ニーズが多様化・
複合化し、 従来の対象者別の支援制度には合致しにくい、いわゆる「制度の狭間」にあるニー
ズが浮き彫りとなっています。こうしたなか、新型コロナウイルス感染症の影響により、人
と人のつながりの希薄化がさらに進みました。また、潜在的に広がっていた格差が顕在化し、
人々の日々の暮らしにも影響をもたらしました。また、地域福祉活動の担い手の高齢化、固
定化による担い手不足も課題となっています。
　このような状況において、制度・分野ごとの「縦割り」や 「支え手」「受け手」という関係
を超えて人と人がつながり、時にその人の強みを活かして支え、時に支えられることで、そ
の人らしい生活を送ることができるような社会としていくことが求められています。

1. 福祉政策の動向
（1）重層的支援体制整備事業

　市町村における包括的な支援体制の全国的な整備を推進する方策について検討を進める
ため、有識者による「地域共生社会推進検討会」が令和元年 5 月から開催されました。こ
の検討会の議論では、「具体的な課題解決をめざすアプローチ」に加え、「つながり続ける
ことをめざすアプローチ（伴走型支援）」の 2 つを支援の両輪として組みあわせることが重
要であると提案されました。また、専門職による伴走型支援と、地域住民同士の支えあい
や緩やかな見守りの双方の視点を重視することで、セーフティネットを強化し、より重層
的な支援体制を構築する必要があるとされました。
　これらの提言を受け、令和 2 年 6 月に改正社会福祉法が成立し、令和 3 年 4 月より「重
層的支援体制整備事業」が施行されました。この事業では、市町村全体の支援機関や地域
の関係者が「断らず受け止め、つながり続ける支援体制」を構築することを基本コンセプ
トとし、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の 3 つの支
援を柱としています。
　これらの支援をより効果的に実施するために、「多機関協働による支援」と「アウトリー
チ等を通じた継続的支援」を一体的に実施し、重層的な支援体制の構築をめざしています。
　こうした背景を踏まえ、地域共生社会の実現に向けて、市役所内において福祉部局以外
の部門との連携を強化すると共に、市役所外の関係機関や団体を含めた「包括的支援体制」
の整備が進められています。これにより、制度や分野ごとの「縦割り」構造や、「支え手」「受
け手」という関係を超えて、地域住民や多様な活動主体が参画し、人と人、人と資源が世
代や分野を超えてつながることで、誰もが安心して暮らし続けることができる地域づくり
を推進していく必要があります。

（2）地域共生社会の在り方検討会議
　地域共生社会の実現に向けた取り組みについては、地域包括ケアシステムの強化のため
の 介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 52 号）において、社会福祉法に、
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市町村による包括的な支援体制の整備について努力義務規定が盛り込まれると共に、地域
共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 52 号）に
より重層的支援体制整備事業が新設されました。同法附則第 2 条において、施行後 5 年後
を目途として施行状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じること
とされており、地域共生社会の実現に向けて、改めてその概念を確認することが求められ
ています。また、地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、今後の包括的支援体制
の整備の在り方、重層的支援体制整備事業の方向性、さらに、身寄りのない高齢者等が抱
える課題、多分野の連携・協働の在り方などについても議論が進められ、令和 6 年度より「地
域共生社会の在り方検討会議」が開催されています。
　この「地域共生社会の在り方検討会議」では、①「地域共生社会」の実現に向けた方策、
②地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応および多分野の
連携・協働の在り方、③成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合
的な権利擁護支援策の充実の 3 点を中心に検討が進められています。

2. 伊丹市の現況
（1）人口推移

　我が国では、平成 23 年頃を境に、急速な人口減少社会を迎えています。一方、伊丹市の
人口は平成 27 年まで緩やかに増加していましたが、令和 3 年以降は全国と同様に減少へ
と転じています。令和 22 年には、令和 5 年と比較して約 2 万人の減少が予測されています。
高齢化率（65 歳以上）は令和 5 年時点で 26.6% ですが、令和 22 年には 34.1% まで上昇
すると見込まれています。

195,900 194,780 193,658 192,539 191,625
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【年齢 3区分別人口割合】

【伊丹市の将来人口推計】

資料：伊丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第 9 期）
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【小学校区別の年齢 3区分別人口】

小学校区 総数（人）
０～ 19 歳 20 ～ 64 歳 65 歳以上 不詳

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人）
総 数 195,139 35,114 18.0% 108,502 55.6% 51,517 26.4% 6 
伊 丹 小 20,420 3,575 17.5% 12,008 58.8% 4,835 23.7% 2 
稲 野 小 13,341 2,793 20.9% 7,463 55.9% 3,085 23.1% 0 
南 小 17,931 3,376 18.8% 10,362 57.8% 4,193 23.4% 0 
神 津 小 5,747 825 14.4% 3,153 54.9% 1,769 30.8% 0 
緑 丘 小 10,500 1,988 18.9% 5,866 55.9% 2,646 25.2% 0 
桜 台 小 11,924 2,122 17.8% 6,420 53.8% 3,382 28.4% 0 
天神川小 13,002 2,145 16.5% 7,141 54.9% 3,715 28.6% 1 
笹 原 小 16,142 2,751 17.0% 8,519 52.8% 4,872 30.2% 0 
瑞 穂 小 10,605 1,859 17.5% 6,322 59.6% 2,424 22.9% 0 
有 岡 小 12,297 2,198 17.9% 7,097 57.7% 3,002 24.4% 0 
花 里 小 7,650 1,232 16.1% 3,938 51.5% 2,480 32.4% 0 
昆陽里小 9,468 1,914 20.2% 5,055 53.4% 2,499 26.4% 0 
摂 陽 小 8,213 1,308 15.9% 4,247 51.7% 2,658 32.4% 0 
鈴 原 小 7,555 1,371 18.1% 3,945 52.2% 2,239 29.6% 0 
荻 野 小 10,796 1,981 18.3% 6,237 57.8% 2,578 23.9% 0 
池 尻 小 10,701 1,891 17.7% 5,699 53.3% 3,108 29.0% 3 
鴻 池 小 8,847 1,785 20.2% 5,030 56.9% 2,032 23.0% 0 

（2）地域組織の変化
1）自治会組織率の推移
　自治会で実施している活動の主なものとして、①交流関係（夏祭り、餅つき等）、②環境
関係（地域清掃等）、③紛争関係（ごみ問題、騒音問題等）、④見守り活動（通学・夜間パトロー
ル等）、⑤地域行事への協力（学校行事等）、⑥行政からの依頼（地域意見のとりまとめ、調査、
行政との連絡等）、⑦各種事務処理（総会、理事会などの開催等）があります。自治会区域
内における自治会加入率の推移をみると減少傾向にあり、平成 30 年（2018 年）から令和
5 年（2023 年）にかけて 8.9 ポイント低下しています。また、市域には自治会空白地域
が存在するほか、近年には解散する自治会も出現しており、空白地域も含めた市全域の自
治会加入率の推移をみると、平成 30 年（2018 年）から令和 5 年（2023 年）にかけて 7.2
ポイント低下しています。

2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年
自治会区域内 69.4% 68.1% 66.6% 65.3% 63.0% 60.5%
市全域（空白地含む） 61.4% 59.9% 58.8% 58.2% 55.8% 54.2%

2）地域自治組織の推移
　伊丹市は、概ね小学校区を活動範囲として、範囲内に居住されるすべての市民や事業所
等が活動に参画できるように、また、今後も地域の活動が継続して実施できるように「地

資料：伊丹市推計人口（令和 6 年 4 月 1 日現在）
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域自治組織」の設立と、今後の地域の将来像（今後 10 年）の実現に向けた取り組みを謳っ
た「地域ビジョンづくり」の支援を行っています。
　地域自治組織は、平成 27 年度（2015 年度）に、伊丹小学校区、笹原小学校区をモデル
地域として設立され、地域ビジョンの策定と、地域ビジョンに基づいた事業を実施するこ
とで、伊丹市は、それぞれ地域の実情に応じて地域総括交付金を支給し、また、運用方法
やふるさと寄付による交付金の活用について助言を行うなど、地域自治組織における地域
活動の推進を支援しています。そして、伊丹市は、平成 30 年（2018 年）年 6 月には「地
域自治組織設立等に関する条例」を制定しました。
　地域ビジョンは、令和 5 年度末現在、14 小学校区が策定しており、令和 6 年度にも 2
小学校区が策定に向け、協議が進められています。策定においては、住民アンケートを実
施し、まち歩きや住民同士の協議を経て作成されます。伊丹市社会福祉協議会コミュニティ
ワーカーも、地域ビジョン策定の協議に参加し、地域ビジョン策定の支援を行っています。

3. 伊丹市の福祉状況
（1）高齢者

　高齢者数は、令和 3 年（2021 年）をピークに減少しています。しかし、近年は要介護
認定者数と共に認知症高齢者数が大幅に増加しており、令和 5 年（2023 年）時点で 8,470
人に達しました。
　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、「地域包括ケア計画」と位置付けた第 6 期
介護保険事業計画（2015 年～ 2017 年）を踏まえ、令和 7 年（2025 年）を見据えた中
長期的視野のもと、地域包括ケアシステムの段階的な構築をめざしています。
　第 8 期計画（2021 年～ 2023 年）では、高齢者が可能な限り住みなれた地域で、その
有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・
住まい・自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制として、地域包括ケアシステ
ムの深化・推進に取り組んできました。
　第 9 期計画の策定にあたっては、これまでの目標や具体的な施策を踏まえ、生産年齢人
口が急減する令和 22 年（2040 年）を見据え、高齢者人口や介護サービス等のニーズを中
長期的な視点で分析し、効果的に事業へ反映していくことが求められます。さらに、制度
や分野の枠を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、
助けあいながら暮らしていける包括的なコミュニティを形成することで、持続可能な地域
社会の実現をめざします。

　【高齢者数等の推移】

　 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年
高齢者数 50,392 人 51,014 人 51,476 人 51,704 人 51,631 人 51,559 人
ひとり暮らし高齢者数 7,463 人 7,716 人 8,397 人 6,792 人 6,806 人 7,144 人
認知症高齢者数 5,205 人 5,494 人 7,278 人 7,779 人 8,057 人 8,470 人
要介護認定者数 8,984 人 9,664 人 10,077 人 10,602 人 11,208 人 11,553 人

　資料：�高齢者数は伊丹市統計書（各年 10 月 1 日現在の推計人口）、ひとり暮らし高齢者数は伊丹市高齢者実態調査、認知症高齢者
数は伊丹市認定訪問調査情報、要介護認定者数は介護保険事業状況報告

　　　　※�ひとり暮らし高齢者について、2017 年までは 65 歳以上、2018 年は 66 歳以上、2019 年は 67 歳以上、2020 年は 68
歳以上、2021 年は 69 歳以上、2022 年以降は 70 歳以上
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（2）障がい者
　伊丹市では、平成 26 年度（2014 年度）に、障害者施策全般に関する基本的な事項を定める「第
3 次伊丹市障害者計画」を策定し、「障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の
実現」を基本理念に、伊丹市がとるべき障害者施策の基本的な方向性を示しました。
　令和 5 年度（2023 年度）3 月に策定された、「伊丹市障害福祉計画（第 7 期）」・「障害
児福祉計画（第 3 期）」では、障害者総合支援法および児童福祉法の趣旨並びに国連の総括
所見の勧告を踏まえた国の指針や県の指針、近年行われた障害者制度改革の内容や社会情
勢・ニーズの変化、サービス利用実績等を踏まえて策定されました。「障害者の日常生活お
よび社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく市町村障害福祉計画として、自立
支援給付に基づく障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業などの実施にあたって
の考え方と必要なサービス量の見込みを示し、その確保のための方策を定めると共に、「第
3 次伊丹市障害者計画」の生活支援、雇用・就業・経済的自立などの施策の一部を構成す
る内容としました。
　これらの計画は、「伊丹市総合計画（第 6 次）」および「伊丹市地域福祉計画（第 3 次）」
を上位計画とするもので、「伊丹市健康づくり計画」「伊丹市高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画」、「伊丹市子ども・子育て支援計画」の保健福祉分野における関連計画や、教育・
雇用・人権・まちづくりなどの関連分野における諸施策との連携を図りながら障害者施策
を推進しています。

1）障がい者の状況
　障害者手帳所持者数等の推移をみると、身体障がい者および身体障がい児数は減少傾向
にありますが、知的障がい者および知的障がい児数、精神障がい者（児）数は年々増加し
ており、令和 5 年には、知的障がい者数が 1,472 人、知的障がい児数が 949 人に、精神
障がい者（児）数が 1,877 人に達しているなど、継続的に増加しています。

2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年
身体障がい者数

（18歳以上） 6,880 人 6,821 人 6,749 人 6,671 人 6,519 人 6,427 人

身体障がい児数
（18歳未満） 165 人 157 人 155 人 151 人 149 人 146 人

知的障がい者数
（18歳以上） 1,135 人 1,203 人 1,256 人 1,314 人 1,393 人 1,472 人

知的障がい児数
（18歳未満） 743 人 792 人 813 人 842 人 898 人 949 人

精神障がい者（児）数 1,409 人 1,557 人 1,563 人 1,620 人 1,722 人 1,877 人
自立支援医療（精神通院
医療）受給者数 3,072 人 3,271 人 3,767 人 3,658 人 3,700 人 3,950 人

2）障害者差別解消法の施行
　平成 25 年（2013 年）6 月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定
され、平成 28 年（2016 年）4 月 1 日から施行されました。
　伊丹市におきましても、平成 28 年（2016 年）3 月に、「伊丹市障害者差別解消の推進
に関する職員対応要領」を定めると共に、伊丹市地域自立支援協議会においても、部会を
設置し、差別の解消に向けた取り組みを推進しています。

資料：伊丹市資料
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（3）子ども・子育て
　人口減少時代に突入するなかで、少子化に歯止めをかけ、次代を担う子どもたちが健やか
に成長できる環境を整備することが求められています。そのため、平成 24 年（2012 年）
に成立した「子ども・子育て関連 3 法」に基づき、幼児教育・保育や地域の子ども・子育て
支援を総合的に推進することを目的とした「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
　この新制度では、市町村が実施主体となり、幼稚園・保育所・認定子ども園を通じた共通
の給付の創設、認定子ども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を
めざしています。
　伊丹市においても、「子ども・子育て関連 3 法」の趣旨を踏まえ、平成 27 年（2015 年）
1 月に「伊丹市子ども・子育て支援計画」（以下、第 1 期計画）を策定し、質の高い幼児教育・
保育の提供および地域の子育て支援の充実に関するさまざまな施策を推進してきました。
　その後、国はさらなる少子化対策として、待機児童の解消を目的とした「子育て安心プラン」
の推進や、令和元年（2019 年）10 月からの「幼児教育・保育の無償化」実施など、子育
てにかかる経済的負担の軽減を進めています。
　こうした状況の中、伊丹市では、令和 2 年度（2020 年度）から令和 6 年度（2024 年度）
までの 5 年間を計画期間とする「第 2 期伊丹市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
本計画では、「子どもの最善の利益」の実現をめざし、すべての子どもの健やかな成長とす
べての子育て家庭を支援することで、伊丹市における新たな課題の解決に取り組んでいます。

（4）生活保護
　伊丹市の生活保護受給者数は、平成 21 年度（2009 年度）に急激に増加しましたが、平
成 26 年度（2014 年度）からは微増傾向に転じています。令和 5 年度（2023 年度）の前
年度比は約 102% の増となっています。世帯類型別世帯数の推移をみると、高齢者世帯の
割合が令和 4 年度（2022 年度）で 49.1%、令和 5 年度（2023 年度）で 48.9% と、全
体の約 5 割を占めています。この状況は、全国的な動向と同じ傾向を示しています。

　 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
被保護世帯数

（保護停止含む） 2,482世帯 2,490世帯 2,511世帯 2,561世帯 2,605世帯 2,659世帯

世
帯
類
型
別
（
保
護
停
止
除
く
）

高齢者世帯 1,191世帯 1,219世帯 1,240世帯 1,272世帯 1,280世帯 1,301世帯

母子世帯 189世帯 184世帯 167世帯 164世帯 181世帯 180世帯

傷病者世帯 272世帯 250世帯 235世帯 231世帯 240世帯 238世帯

障がい者世帯 253世帯 255世帯 253世帯 254世帯 261世帯 279世帯

その他世帯 555世帯 565世帯 605世帯 628世帯 635世帯 651世帯

（5）生活困窮者支援
　平成 27 年（2015 年）4 月の生活困窮者自立支援法施行にあわせ、伊丹市役所内に「くらし・
相談サポートセンター」を開設し、必須事業である自立相談支援事業と住居確保給付金支
給事業を、そして任意事業の内、子どもの学習・生活支援事業（旧子どもの学習支援事業）
を実施しました。
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　平成 28 年（2016 年）4 月には、任意事業の内、就労準備支援事業と家計改善支援事業
（旧家計相談支援事業）も開始し、ひきこもり生活者や長期離職者への就労支援と、多重債
務者や、子どもの学費を確保するために貯蓄形成をめざす人などが健全な家計を構築して
いくための支援を強化しました。さらに、平成 31 年（2019 年）4 月からは、外出が難し
いひきこもり生活者やその家族と関係を維持しながら、社会参加への意欲向上を促すべく、
アウトリーチ支援員を配置し、ひきこもり支援の充実に努めています。 上記のような各種
事業の活用に加え、令和 5 年度より重層的支援体制整備事業のなかで、庁内や地域の関係
機関との連携の強化を図ることで、複合的な課題を抱えた相談者を支援しています。

（6）地域の福祉状況
　【小学校区ごとの福祉活動等の状況】	 （令和 6 年 12 月末現在）

番 
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・
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テ
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会

地
域
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い
き
い
き
百
歳
体
操

こ
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食
堂
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も
ち
ゃ

ラ
イ
ブ
ラ
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1 伊丹小学校
地区自治協議会

2015
（平成27） 策定済 25 27 〇 〇 2 8 2 12 3

2 稲野小学校
地区自治協議会

2018
（平成30） 策定済 13 14 〇 〇 10 6 3 6 2

3 南小学校
地区自治協議会

2021
（令和3） 策定中 12 21 〇 7 7 2 10 1 1

4 神津小学校
地区自治協議会

2019
（平成31） 策定済 10 14 〇 〇 4 4 4 1

5 緑丘小学校
地区自治協議会

2018
（平成30） 策定済 6 16 〇 3 4 5 1

6 桜台地区
コミュニティ協議会 　 8 13 準備 4 5 1 3 1

7 天神川小学校
地区自治協議会

2019
（平成31） 策定済 7 16 〇 〇 14 10 8 1 1

8 コミュニティ
笹原協議会

2015
（平成27） 策定済 18 22 〇 〇 2 11 1 10

9 瑞穂小学校
地区自治協議会

2024
（令和6） 策定中 6 11 〇 3 5 1 4 2

10 有岡小学校区
まちづくり協議会

2019
（平成31） 策定済 13 18 〇 〇 2 7 2 6

11 花里小学校
地区自治協議会

2019
（平成31） 策定済 10 10 〇 〇 3 3 3 10 2 1

12 昆陽里小学校
地区自治協議会

2019
（平成31） 策定済 12 11 〇 〇 3 6 2 10

13 摂陽小学校
地区自治協議会

2019
（平成31） 策定済 10 12 〇 〇 10 9 6 1

14 鈴原小学校
地区自治協議会

2020
（令和2） 策定済 6 14 〇 〇 0 8 1 7 1

15 荻野小学校
地区自治協議会

2020
（令和2） 策定済 3 9 〇 4 4 4 1

16 池尻小学校区
まちづくり協議会

2018
（平成30） 策定済 29 14 〇 4 5 4 1

17 鴻池小学校
地区自治協議会

2021
（令和3） 策定済 8 11 〇 〇 3 5 1 5

196 253 16 11 78 107 19 114 18 3
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（7）ボランティアグループの状況
　平成 25 年から令和 5 年の 10 年間で、ボランティアの平均年齢は上昇し、グループの人
数は減少しました。また、70 歳以上のメンバーの割合が大きく増加するなど、高齢化が目
立つ状況となっています。一方で、グループ数は増加しており、令和 2 年から令和 5 年の
4 年間で新規登録された 41 グループに関しては、構成メンバーのうち 50 歳代以下の割合
が平均 43.9%（令和 5 年度は 53.8%）と、若年層の比率が高まっています。
　なお、これら 41 グループの平均構成メンバー数は 8.7 人で、平成 25 年の平均 17.3 人
と比べて小規模化しています。
　活動内容については、こども食堂や不登校支援など、子どもに関する活動が 41.5%（17
グループ）を占めています。子育て世代が、自分たちの身近な課題を共有しながら取り組
むグループが増加しています。

平成25
（2013）年度

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
令和5

（2023）年度

グループ数/人数 124G
1,934人

152G
1,657人

70歳以上 36.1% 63.9%

平均年齢 63.2歳 69.0歳
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資料 2資料 2第 8次地域福祉推進計画の策定方法

1. 計画の策定体制
　 伊丹市社会福祉協議会 第８次地域福祉推進計画策定体制図

　令和 5 年 11 月に、理事に対して計画策定に向けて説明、勉強会および協議を行い、本計
画の策定をスタートさせました。その後、事務局職員（以下「職員」という。）への説明会
を開催すると共に、計画策定プロジェクトチーム、職員ワーキングチームを立ち上げました。
そして、令和 6 年 4 月に、地域自治組織、民生委員・児童委員、障がい者団体、NPO 法人、
教育関係者、社会福祉法人、企業、兵庫県社会福祉協議会、伊丹市、学識経験者からなる第
8 次地域福祉推進計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）＜ 18 名の委員名簿 67 ペー
ジ参照＞を設置しました。
　さらに、計画策定にあたって、理事・評議員会においても、計画策定における課題検討を
行いました。役職員で協議した内容を、計画策定委員会の議論につなげました。

（1）計画プロジェクトチームの設置
　本計画の策定に向けて、第 7 次地域福祉推進計画の評価結果や現状の課題を踏まえ、必
要な情報の収集や資料作成、策定過程の協議・進行を行うため、「計画プロジェクトチーム」
を設置しました。本チームは、会長により任命された職員で構成され、策定委員会の運営・
準備、研修会の企画・実施、情報整理、資料作成など、全体的な取りまとめを担いました。
　◆ 令和 6 年 1 月～　 月 2 回程度を基本に随時開催。

（2）管理職間での情報共有・協議・合意形成
　計画プロジェクトチームで検討した内容を共有すると共に、計画策定に向けて実施する
職員ワーキングの進捗状況の報告、また、策定委員会の振り返り、今後の協議事項・進め
方の検討、役割分担の確認等について、助言を仰ぎながら進めました。
　◆ 令和 6 年 1 月～ 定例の幹部会議・経営戦略会議にて開催。
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（3）理事・評議員との協議・合意形成
　理事会・評議員会にて計画策定についての進捗報告を行い、意見聴取や策定委員会の運
営等に関する助言をいただきながら、計画策定に向けた研修会を開催するなどして合意を
図りました。
　◆ 令和 6 年 1 月～　理事会・評議員会、役員等研修会にて実施。

　①計画策定に向けた理事研修会
● 日時：	令和 5 年 11 月 30 日（木）午後 1 時 45 分～午後 3 時 45 分
● 場所：	いたみいきいきプラザ　3 階会議室
● 講義：�	「地域福祉推進における地域福祉推進計画の意義と社会福祉協議会（役職員）の
	  役割について」
	  　関西学院大学 人間福祉学部 教授
	  　第 7 次地域福祉推進計画策定委員長　藤井 博志 氏
● 説明：	「第 7 次地域福祉推進計画職員評価と計画策定に向けた課題について」
	 「第 8 次地域福祉推進計画策定に向けた体制について」
● グループワーク：「多様な担い手との連携・協働した地域づくり」に向けて必要なこと

　②理事会・評議員会
● 理事会・評議員会にて、本計画の策定状況について、随時説明・報告

　③役員等研修会（第 1 回）
● 日時：令和 6 年 7 月 17 日（水）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
● 場所：いたみいきいきプラザ　3 階会議室
● 説明：地域支援・相談支援・障害者支援の 3 つの視点における計画づくりの方向性
● グループワーク：視点ごとのグループに分かれ、テーマごとでの意見交換

地 域 支 援 ➡「地縁型活動」と「テーマ型活動」が連携・協働することについて」
相 談 支 援 ➡「社会的孤立に陥るリスクのある住民に対するアプローチ方法について」
障害者支援 ➡「障害の有無に関わらず、共に活動できる場・機会づくりについて」

　④役員等研修会（第 2 回）
● 日時：令和 6 年 12 月 13 日（金）午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分
● 場所：いたみいきいきプラザ　3 階会議室
● 説明：「計画策定委員会および職員ワーキングでの協議等、計画策定進捗状況について」
● グループワーク：「第 8 次地域福祉推進計画策定の進捗状況」の感想、意見交換

（4）職員間での協議・合意形成
　本計画を「誰かがつくったもの」ではなく、職員一人ひとりが「我がごと」として認識し、
自分たちの日常の業務における重要な指針としていくことをめざし、計画策定に可能な限
り職員が参加することを意識した体制で取り組みました。
　各部署での、策定委員会・職員ワーキングでの協議の進捗状況の共有、職員全体での共
有会の開催などから意見の吸い上げ等を行い、議論のべースとなる職員としての“想い”
を具体化する機会としました。

資

料

54



　①計画策定に向けた職員研修会
● 日時：令和 6 年 2 月 15 日（木）午後 6 時 00 分～午後 8 時 00 分
● 場所：いたみいきいきプラザ　3 階会議室
● 講義：「地域福祉推進における地域福祉推進計画と社会福祉協議会の役割について」
	  　関西学院大学 人間福祉学部 教授
	  　第 7 次地域福祉推進計画策定委員長　藤井 博志 氏
● グループワーク：	研修（講義）を受講しての感想
		  第 8 次地域福祉推進計画で必要なこと・取り組みたいこと

　②職員ワーキングチーム
　本計画策定に向けて柱となる課題テーマごとに、各部署から選抜したメンバー（概ね
主任級以上の職員）で「職員ワーキングチーム」を構成し、計画策定に向けた具体的な
協議の場として、課題整理と議論を行いました。

①地域づくり＋参加支援ワーキング ②相談支援＋参加支援ワーキング

③障害者支援＋参加支援ワーキング の 3 ワーキングを構成して実施。

◆ 令和 6 年 2 月～　職員ワーキンググループごとに随時開催。

● 地域づくり・参加支援ワーキング

地域支援課長、主査、主任 等

協議内容 参加数

第 1 回 多様な活動主体が取り組むつどい場の支援における課題について
これから必要なつどい場について 5 名

第 2 回 地域自治組織との連携・協働について 6 名

第 3 回 地縁型組織・活動の枠を超えた、多様な活動主体との協働について 8 名

第 4 回 地区診断評価指標について 8 名

第 5 回 第２回策定委員会に向けた課題提案内容の検討について 7 名

第 6 回 第２回策定委員会の振り返り 5 名

第 7 回 地域福祉ネット会議の今後に向けての働きかけについて
地区ボランティア（助けあい）センターの今後に向けての働きかけについて 6 名

第 8 回 地域活動者・団体等へのヒアリングについて 6 名

第 9 回 ヒアリング結果の共有と社協が担うべき役割について 7 名

第10回 これまでの職員ワーキングでの協議と計画推進目標案について 6 名

　　● 相談支援・参加支援ワーキング

総合相談支援課長、主査、主任 等

協議内容 参加数
第 1 回 職員ワーキングで協議していく議題について 5 名
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第 2 回
なんでも相談に関する調査について
本人中心支援や意思決定支援について①
孤立に関する調査について

8 名

第 3 回 アンケート調査内容について（調査方法・調査項目について）①
（テーマ：なんでも相談・本人中心支援や意思決定支援・社会的孤立） 7 名

第 4 回 アンケート調査内容について（調査方法・調査項目について）②
（テーマ：なんでも相談・本人中心支援や意思決定支援・社会的孤立） 7 名

第 5 回 アンケート調査実施に向けての協議①
（テーマ：なんでも相談・本人中心支援や意思決定支援・社会的孤立） 5 名

第 6 回
第 3 回策定委員会の振り返りについて（孤立と権利擁護）
アンケート調査実施に向けての協議②

（テーマ：なんでも相談・本人中心支援や意思決定支援・社会的孤立）
5 名

第 7 回
アンケート調査中間報告について
インタビュー調査実施に向けての協議①

（テーマ：本人中心支援や意思決定支援）
6 名

第 8 回

これまでの職員ワーキングでの協議と計画推進目標案について
アンケート調査中間報告について
インタビュー調査実施に向けての協議②

（テーマ：本人中心支援や意思決定支援）

6 名

第 9 回 アンケートおよびインタビュー調査結果の共有
専門家からの助言 5 名

● 障害者支援・参加支援ワーキング

障碍者福祉センター課長、障害者デイサービスセンター課長、地域支援課 ( 総務課 ) 副主幹、
総合相談支援課主査、主任　等

協議内容 参加数
第 1 回 計画策定に向けた課題の確認について① 5 名

第 2 回 計画策定に向けた課題の確認について② 4 名

第 3 回 課題整理を踏まえた今後の職員ワーキングでの協議内容について 5 名

第 4 回 関係機関・団体等へのヒアリングの実施について① 4 名

第 5 回 関係機関・団体等へのヒアリングの実施について②
当事者を中心とした地域共生の仕組みづくりについて 5 名

第 6 回 ワーキング前半までのまとめと整理について 5 名

第 7 回 第 3 回策定委員会に向けた課題提案内容の検討について 6 名

第 8 回 「働く」をテーマとした取り組みの推進（就労）の目標達成に向けてできた
こと・できていないこと ⇒計画策定に向けて必要なことについて 5 名

第 9 回
第 3 回策定委員会の振り返り
前回協議を踏まえた計画策定に向けて必要なこと ⇒ 一人ひとりの「強み」
を活かせる居場所づくりについて

6 名

第10回

障害者デイサービスセンターを拠点とした多様な活動主体や地域とのつなが
りづくりについて
地域生活支援・意思決定支援に視点をおいた「自分らしさ」を活かせるケア
の推進について

4 名
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第11回 第 4 回策定委員会を踏まえた見直し内容の検討について 5 名

第12回 第 5 回策定委員会終了時点の計画策定状況の共有
ヒアリング結果の共有と社協が担うべき役割について 6 名

第13回 これまでの職員ワーキングでの協議と計画推進目標案について 4 名

　③第 8 次地域福祉推進計画策定の進捗に関する職員全体共有会
● 日時：	令和 6 年 11 月 14 日（木）午後 6 時 15 分～午後 7 時 45 分
● 場所：	いたみいきいきプラザ　3 階会議室
● 説明：	「第 8 次地域福祉推進計画の策定進捗状況について」
● グループワーク：	計画策定進捗についての感想、意見についての共有
		  計画策定進捗を踏まえ、取り組んでいきたいこと

（5）地域住民・関係機関・当事者等へのヒアリングの実施 
　将来の「地域のありたい姿」を具現化するため、この先 5 年の取り組みを検討するにあ
たり、数字統計だけではなく、実際の「想い・声」をお聴きするために、第 7 次地域福祉
推進計画の評価から抽出した本計画策定に向けた課題に基づいて、地域住民や関係機関、
障がい当事者等を対象にヒアリングを実施しました。
　◆ 令和 6 年 2 月～　職員ワーキングにて内容を検討し実施。

（6）策定委員会
　本計画を策定するにあたり、協議、意見集約、合意形成を行う場として、学識経験者、住民、
伊丹市、教育機関、当事者団体、企業（事業者）、関係団体など、多様な活動主体で構成す
る策定委員会を設置しました。策定委員の皆さまには、「地域福祉推進の協働者」として、「地
域の声を委員会に届ける」・「計画策定のみならず、計画の実践段階においても共に計画の
推進を図る」方々として、お一人おひとりが計画策定の主役となり、それぞれの立場で自
由に、柔軟に、協議を重ねていただきました。 また、策定委員会へは、主査級以上の職員
等が出席し、計画策定に係る委員の協議過程に積極的に関わると共に、議事録作成・板書・
記録写真撮影などさまざまな役割を分担して担い、委員と協働して取り組みました。
　◆ 令和 6 年 4 月～　全 7 回の開催。

　　
　 第8次地域福祉推進計画策定委員会 開催内容

開催日時 内容 委員参加数

第 1 回
令和 6 年
4 月 26 日（金）
13:30 〜 16:00

① 第７次地域福祉推進計画評価について
② 第８次地域福祉推進計画策定の進め方について
③ 藤井委員長説明：
　 「社会福祉協議会の策定する地域福祉推進計画の
　  意義について」
④ グループワーク

16 名

第 2 回
令和 6 年
6 月 14 日（金）
10:00 〜 12:00

地域福祉推進における現在の課題協議①
① �グループワークにて、アウトプットから出た課題

テーマを基に協議（１）
② 全体共有

13 名
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第 3 回
令和 6 年
7 月 19 日（金）
9:30 〜 11:30

地域福祉推進における現在の課題協議②
① �グループワークにて、アウトプットから出た課題

テーマを基に協議（２）
② 全体共有

16 名

第 4 回
令和 6 年
9 月 27 日（金）
9:30 〜 11:30

① �課題整理と計画策定に向けた枠組み（柱建て）の提案
② 計画策定に向けた、枠組みの内容について協議（１） 13 名

第 5 回
令和 6 年
11 月 1 日（金）
10:00 〜 12:00

計画策定に向けた、枠組みの内容について協議（２） 14 名

第 6 回
令和 7 年
1 月 14 日（火）
10:00 〜 12:00

計画策定に向けた、枠組みの内容について協議（３） 15 名

第 7 回
令和 7 年
2 月 18 日（火）
10:00 〜 12:00

第８次地域福祉推進計画全体骨子 ( 案 ) についての説明 17 名
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第 8次地域福祉推進計画策定ロードマップ
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資料 3資料 3これまでの計画の推移

1. 第 3 次発展計画（地域福祉推進計画）	 平成 3年度（1991 年度）～
　伊丹市においては、在宅高齢者の福祉事業を担う団体として、ふれあい福祉公社（現、
伊丹市社会福祉事業団）が設立されたことから、伊丹市社会福祉協議会は、地域福祉と障
害者福祉事業を推進することを活動方針とし、国庫補助事業の「ふれあいのまちづくり事業」
の実施と、市立障害者福祉センターの運営管理や、重度障害者デイサービス事業を受託し
ました。平成 7 年の阪神・淡路大震災により、新たに復興活動の事業を展開することにな
りました。

2. 第 4 次発展計画（地域福祉推進計画）	 平成 13 年度（2001 年度）～
　震災復興事業が落ち着き、「新たな公」を活動指針として、地域福祉活動を担う専門職と
して、コミュティワーカーを位置づけ、小学校区ごとの地域福祉活動の支援をすると共に、
地域福祉ネット会議の実施や、地区ボランティア（助けあい）センターづくりに取り組み
ました。また、障がい者の就労支援事業や相談支援事業、高齢者の総合相談である地域包
括支援センター、障がい者の就労・生活相談支援を行う地域生活支援センターを受託しま
した。さらに、市立障害者福祉センター、市立障害者デイサービスセンターに加え、市立
地域福祉総合センターの管理運営を受託し事業を拡大しました。

3. 第 5 次発展計画（地域福祉推進計画）	 平成 22 年度（2010 年度）～
　「誰もが住みなれた地域で暮らし続けることができるまちづくり」を理念として、「ふく
しでつなぐ、まちづくり」を基本方針に、総合相談支援体制（たよれるネット）を確立す
ることを重点事項としました。平成 23 年度（2011 年度）から、市内の 8 つの社会福祉法
人が協働で運営する伊丹市福祉権利擁護センター事業の事務局を担いました。

4. 第 6 次発展計画（地域福祉推進計画）	 平成 27 年度（2015 年度）～
　第 5 次発展計画（地域福祉推進計画）の理念を引き継ぎ、地域の福祉力を高めるまちづ
くり、みんなが主役のまちづくり、みんなで考え、支えあえる仕組みづくりの 3 つの基本
方針を掲げ、5 つの重点事項と 5 つの組織基盤強化方針を掲げて、活動を展開してきました。

5. 第 7 次地域福祉推進計画	 令和 2年度（2020 年度）～
　これまで以上に地域福祉の推進を前面に打ち出し、伊丹市社会福祉協議会役職員、地域
関係者、専門機関、行政など多くの関係者の協議・協働のもとで、伊丹市の地域福祉を推
進するための計画として、これまでの「発展計画」を「地域福祉推進計画」へと改めまし
た。新たに「誰もが自分らしく安心して暮らしていけるまちづくり」を理念として掲げ、3
つの基本方針、5 つの推進目標、21 の活動項目を定めました。
　計画期間中には、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地域福祉活動の中止や制限
を余儀なくされる状況のなかで、既存の福祉制度や政策では対応が難しい困難や生きづら
さを抱える方々のニーズに対応するため、属性を問わない包括的な支援体制の構築を目的
とした「重層的支援体制整備事業」を伊丹市より受託しました。この事業を通じて、多様
な相談を受け止め、つながり続ける支援体制を構築すると共に、地域づくりをめざして取
り組みを展開しました。
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　 第3次計画以降の計画の推移
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第 7次地域福祉推進計画の進捗評価（成果と課題）

　本計画の策定に向けて、職員全体で、第 7 次地域福祉推進計画の進捗評価を実施し、5 つ
の推進目標ごとに取り組んだ成果と課題整理を行いました。

身近なエリアでの見守り・支えあいの基盤づくり

○ �身近なエリアでの見守り・支えあいの推進について、基盤としての「ご近所会」を推進し
ました。地域活動者等に参加いただいた「ご近所会検討委員会」の開催や啓発冊子の作成、
既存のつどいの場へ働きかけ、「見守りフォーラム」を開催する等の啓発に努めた。

○ �令和 6 年 3 月末で 63 カ所のご近所会が開催されると共に、つどいの場での学習会の開催等、
「気にかけあい」の大切さの啓発が進んだ。

○ �地域自治組織のビジョンづくりに参加すると共に、一部の小学校区では地域福祉ネット会
議で話しあわれた内容を地域自治組織等の活動に反映することができた。

○ �地区ボランティア（助けあい）センターにおいて、住民コーディネートを行う小学校区が
増えたと共に、地区ボランティア（助けあい）センターの活動の見直しを行うことができた。

○ �「いきいき百歳体操」や「こども食堂」等、誰もが気軽に参加できるつどい場づくりが進んだ。
○ �シニア層や大学生の社会参加のきっかけづくりが進むと共に、子育て中の親子や不登校等

の生活のしづらさを抱える人たちが役割を担った社会参加の場にもなった。
○ �一部の小学校区では、避難行動要支援者支援制度のリストに基づく、要支援者の把握・見

守り等について協議を進めた。

課題課題
● �ご近所会の調査、啓発については、既存のつどいの場である地域ふれ愛福祉サロンに留まっ

ており、自治会等への働きかけができていない。地域ふれ愛福祉サロン以外のつどいの場
の把握も進めていく必要がある。

● �「ご近所会」等のつどいの場が自治会域で連携して進める「ご近所あんしんネットワーク」
づくりが進まなかった。地域の担い手が固定化、高齢化していくなかで、地域の負担が大
きく、働きかけが難しかった。今後は、いかに地域の見守りあいのつながりをつくってい
くか、「見守りあい」を推進するための仕組みづくりが課題。

● �高齢化や担い手不足により、住民の負担感が大きくなっていると共に、福祉へ関心ある住
民の減少等、地域福祉ネット会議の活性化と地域自治組織等の活動と連動するための働き
かけが難しい地域もある。地域福祉ネット会議の方向性について整理が必要な段階に来て
いる。

● �高齢化や担い手不足等により、住民主体の「地区ボランティア（助けあい）センター」運
営体制づくりについて協議を進められなかった地区もあり、伊丹市における今後の地区ボ
ランティア（助けあい）センターの在り方について検討する必要がある。

● �多様なつどい場について、「いきいき百歳体操」や「こども食堂」、「不登校や生活のしづら
さを抱えた子どもの居場所」は進んだが、その他の多様な居場所については、どういった
居場所が必要かの分析ができず進まなかった。

成果成果

推進目標 1
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● �今後担い手不足が深刻になると予測されるなか、地縁のつながりだけでなく、興味・関心
ごとでつながる取り組み（テーマ型）や事業所等、多様な担い手との連携や協働による地
域づくり支援が必要。

多様な活動主体が出会い、つながる仕組みづくり

○ �フードドライブ活動グループによる生活困窮世帯への食糧支援、行政書士等の専門職によ
る市民講座の企画、芸術活動グループによる福祉施設訪問等、福祉分野以外の活動者・団
体の取り組みを福祉ボランティア活動として活かすことができた。

○ �スマホ相談会やフェスタ・イン・いたみ等の交流イベントの場を活用し、高校生をはじめ
とした若い年齢層のボランティア参加につなげることができた。

○ �小学生有志による地域のつどい場づくり活動実施にあたり、会場近隣自治会による広報活
動支援・開催日の参加等、全面的な協力を得ることができた。

○ �ヤングケアラーである学生の居場所づくりを地域住民と共に支援した。
○ �生きづらさを抱えた子どもの居場所づくり講座を開催すると共に、こうした居場所づくり

に取り組むグループ間のネットワークづくりを支援した。

課題課題
● �新たなつながりの創出のための「異業種交流会」は 2 回の実施に留まっており、 実施を通

して参加事業所とつながりをつくれて以降の動きができていない。
● �各市民活動支援組織の連携については協議を行ったが、主催事業等についての情報共有が

中心となり、各組織が把握する地域課題の共有やそれらを解決していくためにできること
等の協議、各組織に登録する市民活動グループ等の把握が十分できていない。今後、地域
のなかでも活躍を期待される市民活動グループ等とどのようにつながるかが課題。

● �福祉学習のプログラム作りについて、地域福祉活動の担い手不足という状況にあるなか、
地域住民が負担を感じるようなプログラムを組み立ててしまうことがあった。

● �部署間を超えた課題集約ができていないこともあり、新しい活動や仕組みづくり、住民の 「強
み」とのマッチングができていない。

● �障がい当事者の強みを活かした主体的な活動支援にまで至っていない。
● �個々の社会参加のマッチングはおこなったが、市域や各小学校区ベースでの課題の共有や

検討ができていない。
● �今後、多様な活動主体とつながり、地域課題とつなげていくためには、各地域の実情およ

び部署間を超えた個別課題の集約によるニーズ把握が必要。また、教育機関をはじめとす
る関係機関や多様な活動主体に、伊丹市社会福祉協議会の具体的な役割や動きを知っても
らうための取り組みや働きかけが求められる。

成果成果
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�多様な主体が連携・協働できる 総合相談支援体制
（たよれるネット）の推進

○ �総合相談の支援力を強化するため、個別支援スキル向上研修会を開催し、他部署の支援に
ついて学ぶことができた。

○ �スクールソーシャルワーカー、学校、自立相談課、生活支援課、地域住民等と共に全世帯
版地域ケア会議を開催し、支援の方向性について検討することができた。

○ �新型コロナウイルス特例貸付者向けにフォローアップを行い、今までつながりのなかった
困窮世帯とのつながりができた。

○ �社会福祉法人連絡協議会を開催し、共生福祉社会の実現に向けて伊丹市より重層的支援体
制整備事業についての説明を受けた。

○ ��伊丹市福祉権利擁護センターについて、関係機関等への周知ができ、相談件数が増加した。
地域連携ネットワーク会議（伊丹市権利擁護支援推進委員会）を設置し、地域住民・関係機関・
専門職等で協議ができた。

○ �新たなコーディネーターが配置され、伊丹市と協働し、毎月 1 回、包括化支援担当者会議
を開催し、そのなかで事例検討を行い、多機関協働についての協議ができた。

課題課題
● �住民と専門職が協働したチーム支援は一部展開できたが、そこから社会資源を開発するプ

ロジェクト会議等まで進められていない。
● �社会福祉法人連絡協議会では、法人間で当協議会の共通した存在価値の共有ができておら

ず、地域と協働できる専門職の育成研修・セーフティネット体制の協議ができなかった。
社会福祉法人連絡協議会については、社会福祉法人の取り組む社会貢献について共有する
ことから始める必要がある。

● �権利擁護支援を推進するための協議の場はできたが、意思決定支援を中心とした地域住民
と協働した権利擁護支援体制の仕組みづくりの構築までできておらず、権利擁護を中心と
した支援についての協議が必要。

● �個人を支える・個人を地域で支える実践は徐々にできているが、小地域から圏域を広げて
の仕組みづくり実践まで広がらなかった。

● �「なんでも相談窓口」の実施に向けた協議については重層的支援体制整備事業の受託もあり、
会議体系・機能の整理を進めていく必要がある。また、伊丹市社会福祉協議会内の担当課
を超えた連携の推進と職員のスキルアップを行うための仕組みづくりについて検討が必要。

障がいのある人など生活課題を抱える人への支援を基盤とした
共生のまちづくり

○ �地域生活支援拠点の機能として、自立した生活を後押しする学びの場としての「自立生活
プログラム」を障害者福祉センターの事業として体系化して実施し、一人暮らしに関心の
ある方への情報提供、意見交換を行うことができた。

成果成果

成果成果
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○ �障害者福祉センター運営委員会を開催し、今後、センターが「共生センター」 として取り組
むべきことや障がい当事者が主体となった取り組みを展開することについて、さまざまな
関係機関と共に協議を行い、今後の必要な取り組みについて、意見集約を図ることができた。

○ �しごとネットワークに、企業の参加による意見交換を実施。体験実習先の確保につながっ
たと同時に障害福祉事業所と企業とのネットワーク構築につながった。

○ �「体験の機会・場」と「緊急時受入れ」を想定した利用説明書の作成を行い、障害者福祉セ
ンターの ADL 室を活用する体制整備につながった。

課題課題
● �地域生活支援拠点としての「体験の機会・場」について、場の設定は行えたが、環境整備

や周知啓発が不十分なこともあり、利用につながっていない。今後、利用者の声を聞きな
がら使いやすい環境整備が必要。

● �伊丹市社会福祉協議会全体で障害者福祉センターの共生化に向けた取り組みや地域への社
会参加促進に向けた取り組みを検討できていない。

● �障がいのある人の活動拠点である障害者福祉センターと、重度の障がいのある人の日中活
動の場である障害者デイサービスセンターとの連携が十分にできておらず、双方の強みを
活かした取り組みができていない。

● �生きづらさを抱える人たちが「働く」ことについて、中間的就労等の場も不十分であるが、
社会参加に向けた第一歩を踏み出せる取り組みについて、多様な取り組みの検討が必要。

地域福祉推進のための体制整備

○ �協議体機能を強化するため、理事・評議員合同の研修を定期的に実施した。また、地域福
祉推進計画策定の進捗について理事・評議員と共有を図った。また、理事会・評議員会に
おいて、各議案等の説明を行い、伊丹市社会福祉協議会の課題等を提示した。

○ �新任研修プログラムをプロジェクト化して立ち上げ、整備することができた。
○ �伊丹市社会福祉協議会職員紹介パンフレットを作成し、 大学等に周知啓発を行った。
○ �主査級以上の職員で、自己財源の活用について協議し、具体的な取り組みにつなげること

ができた。

課題課題
● �職員育成については、各部署に留まる育成しかできておらず、「社会福祉協議会職員」とし

ての資質向上に向けた研修ができていない。また、人材育成に向けた検討の場がないため、
今後の「社会福祉協議会職員」の育成について、検討・推進する仕組みが必要。

● �多様な情報発信ができておらず、広報における方針も定まっていない。さまざまな広報ツー
ルがある現代において、広く住民に情報を届けることができる体制を整備する必要がある。

成果成果
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社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会
第 8次地域福祉推進計画策定委員会設置要綱

　（目　的）
第 1 条	� 　社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の活動指針となる「地

域福祉推進計画」については、現在、第 7 次地域福祉推進計画（令和 2 ～ 6 年度）
が展開中であるが、人口減少や少子高齢化の進行、単身世帯の増加等、急速に変化
する社会状況に加え、新型コロナウイルス感染拡大後の生活環境や地域状況の変化
に対応するため、令和 5 年度より、第 8 次地域福祉推進計画（令和 7 ～ 11 年度）
の策定を進める。

	� 　ついては、この計画が本会の実態を踏まえ、より効果的に取り組めるよう、第 8
次地域福祉推進計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。

　（委員の任期）
第 2 条	 令和 6 年 3 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。

　（委員構成）
第 3 条	 策定委員については、本会会長が委嘱し、別表 1 の委員で構成する。

　（委員長および副委員長等）
第 4 条	 策定委員会に、委員長および副委員長を置く。
	 （1）委員長および副委員長は、学識経験者の中から会長が指名する。
	 （2）委員長は、策定委員会の招集および議長として進行を担う。
	 （3）�副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在または事故ある時は、その職務を

代行する。
2	 策定委員会には顧問を置くことができる。

　（会　議）
第 5 条	 策定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

　（事務局）
第 6 条	 策定委員会の事務局は、別表 2 の職員で構成する。
	� 　なお、本計画は、伊丹市が策定する伊丹市地域福祉計画との整合性を図る必要が

あることから、伊丹市健康福祉部共生福祉社会推進担当および地域福祉室地域・高
年福祉課の職員に協力を求めるものとする。

　（細　則）
第 7 条	� その他、この要綱に定めるものの他、必要な事項は、会長が策定委員会に諮って定

める。

　 付　則
　この要綱は、令和 6 年 3 月 1 日から施行する。
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＜別表 1＞ 委員構成（敬称略）

委員名 所属団体 役職等

1 顧 問 松 原 　 一 郎 関西大学 名誉教授

2 委 員 長 藤 井 　 博 志 関西学院大学人間福祉学部 教授

3 副 委 員 長 柴 田 　 　 学 関西学院大学人間福祉学部 准教授

4 委　員 石 田 　 眞 弓 有岡小学校区まちづくり協議会 
パレス連合自治会

事務局長
会長

5 委　員 箟 　 　 忠 夫 南小学校地区自治協議会 
御願塚自治会

会長
会長

6 委　員 武 田 　 伸 晃 NPO 法人地域見守りネット Serve 代表

7 委　員 日 高 奈 保 子 子どもの居場所 よるとこ 代表

8 委　員 前 田 久 美 子 民生委員児童委員連合会 理事

9 委　員 小 松 し の ぶ NPO 法人伊丹市手をつなぐ育成会 副理事長

10 委　員 林 　 や よ い 伊丹市障害児・者父母の会 代表

11 委　員 迫 田 　 博 幸 NPO 法人伊丹アドボカシーネットワーク 副理事長

12 委　員 竹 下 　 千 晴 社会福祉法人ヘルプ協会 ぐろ～りあ 施設長

13 委　員 前 田 　 裕 保 生活協同組合コープこうべ 第一地区
本部長

14 委　員 二 葉 　 　 卓 一般社団法人伊丹青年会議所 理事長

15 委　員 二 宮 　 啓 二 伊丹市教育委員会教育指導課 課長

16 委　員 内 田 真 太 郎 伊丹市地域・高年福祉課 課長

17 委　員 福 本 　 良 忠 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会 地域福祉
部長

18 委　員 久 安 　 研 一 社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会 常務理事

＜別表２＞ 事務局

事務局長

事務局次長

地域福祉推進室長

障害者支援室長

総務課長

地域支援課長

総合相談支援課長

障害者福祉センター課長

障害者デイサービスセンター課長

総務課副主幹

地域支援課主査

ボランティア・市民活動センター長

福祉権利擁護センター長

地域生活支援センター長

地域包括支援センター長

障害者福祉センター主査
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資料 6資料 6用 語 解 説

ADL 室
　障害者福祉センターにおいて、障がいのある人が地域でその人らしく自立して生活し
ていくために、さまざまな生活体験を積み重ねていただけるよう提供している設備です。
ADL は「Activities of Daily Living」の頭文字で、日本語に直訳すると「日常生活動作」
になります。
　原則的な対象者は、市内在住もしくは市内在住予定の障がい者および障がい児です。

OJT
　OJT は（On-the-Job Training）の頭文字で、職務を通じて行う研修のことです。職場
の上司（先輩）が職務を通じて、または職務と関連させながら、部下（後輩）を指導・育
成することをさします。

アセスメント
　地域の生活状況や社会資源の状況を把握し、地域の福祉課題を明らかにすると共に、そ
れらの情報を統合して分析し、必要な支援につなげることを目的とするものです。

意思決定支援
　高齢者や障がいのある人などが、自分の考えや希望に基づいて重要な選択をできるよう
に、周囲の人々（家族や支援者）がサポートすることです。本人の気持ちや状況を理解す
るために、家族や支援者がチームとして協力しあい、どのような選択肢が最適かを一緒に
考え、本人の思いに沿った形でサポートするための過程が大切です。

エンパワメント
　自分自身や周りの人々の能力を引き出し、より良い生活を送るために自信を持って行動
できるように支援することをさします。例えば、地域で困っている人が自分の意思を表出
できるようになったり、助けを求めることに自信を持つようになることがエンパワメント
の一例です。

オープンデイ
　地域住民や家族、利用者、施設との交流を目的として、年に数回、障害者デイサービス
センターを開放して、さまざまなイベントなどを実施している取り組みです。

課題の普遍化
　個別課題をその人だけの課題と捉えず、「同様に困っている人がいるのではないか」と視
野を広げ、地域の課題として共有・認識することです。

あ行

か行

資

料

68



共生福祉社会
　すべての市民が住みなれた地域のなかで、人として尊厳を持ち、いきいきとそれぞれの
個性を発揮しながら、共に支えあうことで、自立・自律した生活が送れるような伊丹市が
めざす社会を表すものです。

緊急一時対応
　家族や介護者が病気等の事情で一時的に在宅介護が困難となった障がい者および障がい
児、虐待等から緊急に避難する必要のある高齢者、DV 被害者などが、一時的に安全な環境
で過ごせるよう対応することです。

権利擁護
　個人の基本的な人権や尊厳を守り、その人らしい生活を支えることをさします。特に、
高齢者や障がいのある人、子どもなど、支援が必要な人々の人権が侵害されないように支
援することが重要です。

こども食堂
　子どもが一人でも行ける無料または低額の食堂のことをいいます。開催頻度や規模は実
に多様であり、開催目的も、地域交流の場づくり、孤食の解消、味わい深い栄養豊かな食
材による食育など、さまざまです。市内では、令和 6 年 12 月末現在、18 ヵ所で開催され
ています。

コミュニティワーカー
　①住民の地域福祉活動支援、②地域の個別の福祉課題への対応、③関係機関や専門機関
との調整、④新たな地域福祉活動の企画実施という幅広い活動をする専門職です。伊丹市
社会福祉協議会では、小学校区ごとに担当コミュニティワーカーを配置しています。

災害ボランティアセンター
　主に災害発生後に、被災された方々の支援ニーズと支援ボランティアとをつなぐ仕組み
です。被災地でのニーズ把握、ボランティアの受け入れ、人数調整・資機材の貸し出しな
どを行います。

シェルター機能
　暴力（DV）など目前の要因によって安全な暮らしができない人が、危機から身を守るた
めの安全な緊急避難場所として一時的に提供される場の機能のことです。

死後事務
　亡くなった後のさまざまな手続きや事務処理のことをさします。
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社会参加
　誰もが自分の強みや特性を活かし、地域社会の一員として、日常生活のなかで他者との
関わりを通じて役割を持ちながら、孤立することなく地域社会と関わり、その人らしく主
体的に活動できることをさします。

社会資源
　住民のニーズ（課題）を充足するために活用可能な制度・サービス・人材・資金・技術・
知識等の総称です。

社会的孤立
　家族や友人、他者との関係、社会的なつながりから切り離され、社会との接触がほとん
どなく、孤独を感じる状態をさします。また、他者と接していても、感情的なつながりを
感じられず、孤独を感じる状態も含まれます。

社会的包摂
　障がいがある人や高齢者、貧困など生きづらさを抱える人も含め、すべての人が社会の
一員として認められ、誰もが排除されることなく平等に社会参加できるようにするという
考え方です。社会的包摂は、社会全体で支えあい、誰もが活躍できる場をつくることです。

社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネット）
　社会福祉法人の地域公益活動の推進を図るため、兵庫県内では、「ほっとかへん」を合言
葉に、市域（県域）で複数の社会福祉法人が連携することで、地域の生活・福祉課題の解
決を図る取り組みを進める協議体です。

重層的支援体制整備事業
　地域の抱える課題が複雑・複合化するなかで、従来の子ども・障がい者・高齢者・生活
困窮者といった対象者ごとの支援体制では対応できない、多様化する課題について、市全
体の支援機関・地域の関係者が断らずに受け止め、つながり続ける支援体制を構築するこ
とをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」
の 3 つの支援を一体的に実施する、国が地域共生社会を実現するために創設した、市町村
が実施主体の事業です。

住民自治
　地域で暮らす住民が自らの意思で地域生活に関することを決定し、行政やさまざまな関
係者、社会資源と連携しながら、地域の生活課題を自分たちの手で解決していく考え方や
取り組みをさします。
これは、住民が主体となり、積極的に参加することで、より暮らしやすい地域づくりをめ
ざすという理念に基づいています。

スーパービジョン
　対人援助職に従事する者が指導者（スーパーバイザー）から専門的な指導や教育を受け
る過程をさします。指導者は援助職者と定期的に面接を行い、継続的な指導やフィードバッ
クを通じて、専門的スキルや実践力を向上させることを目的としています。
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生活困窮
　単に経済的に困窮しているだけでなく、本人や家族の心身の状態の悪化や、社会からの
孤立など、さまざまな問題が複雑に絡まりあい、生きがいを持って自分らしく生活するこ
とが難しくなっている状態のことをさします。

制度の狭間
　既存の医療・介護・公的福祉サービスでは対象とならない、もしくは不十分であるニー
ズや生活課題が生じている状態のことをいいます。

成年後見制度・市民後見人
　成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力が不十分な状態にあ
る人について、あるいは契約時に判断能力はあるが、将来低下した場合について、財産管
理や介護等の契約などの身上保護を本人に代わって家庭裁判所が選任した成年後見人等が
行う制度です。その後見人を親族以外の一般市民が担うものを市民後見人といいます。

多機関協働事業
　重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める等、既存の相談支援関
係機関をサポートし、市町村における包括的な支援体制を構築できるように支援する事業
のことをいいます。

多様な活動主体
　地域福祉活動を推進するために関わるさまざまな立場や役割を持つ人々や組織のこと
をさします。具体的には、地域住民をはじめ、自治会などの地縁組織、市民団体、企業、
NPO 法人、ボランティア団体、福祉施設や事業所、医療機関、学校等の教育機関等の主体
が含まれます。 

地域生活課題
　福祉サービスを必要とする地域住民およびその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保
健医療、住まい、就労および教育等に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の
地域社会からの孤立、その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あ
らゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題をさします。

地域生活支援
　「地域に暮らすその人」の視点から、個人の生活を支援することをさします。

地域の福祉力
　住民一人ひとりや地域団体、行政、企業などが協力しあいながら、地域で暮らすすべて
の人々が安心して生活できる環境を整えるための力をさします。また、これは“地域が多
様性を受け入れ、活動をつくり出し、地域のありようを構想していく力”でもあります。
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地域福祉ネット会議
　小学校区を圏域として、地域自治組織等や民生委員・児童委員等の住民に加え、地域内
の福祉関連の施設や事業所、さらに行政や相談支援機関の職員等が共に集い、その地域の
福祉課題を共有し、共生のまちづくりに向けて協議する場です。

地域ふれ愛福祉サロン
　ひとり暮らしや家のなかで過ごしがちな高齢者、障がいのある人、子育て中の親子等と、
地域住民（ボランティア等）が、自宅から歩いていける場所に気軽に集い、ふれあいを通
して生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げる活動です。

地縁型組織
　自治会や町内会、地域自治組織等、一定の区域に暮らす人たちの地域的なつながり（地縁）
によってつくられた組織です。

地区ボランティア（助けあい）センター
　地域住民にとって身近な小学校区を活動圏域に、高齢者や障がい者等何らかの支援が必
要な方がいつまでも住みなれた地域で生活できるよう、「近隣共助の精神で助けあい、支え
あう」ことを基本理念としています。

テーマ型活動団体
　ボランティアグループや NPO 法人等、特定のテーマや分野、課題等に対し、興味や関心、
使命感等を持つ人たちで構成された活動団体です。

当事者団体（セルフヘルプグループ）
　疾病や障害等により生活のしづらさや、同じ悩みを抱えている人々が自主的に集まり、
悩みを分かちあったり、問題解決のために情報交換や話しあいを行う集まりです。

特例貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯に対しての貸付で、生
活福祉資金貸付制度の緊急小口資金および総合支援資金のことをいいます。

ファシリテーション
　会議や研修、プロジェクト等で豊かなコミュニケーションを育み、一人ひとりの力が活
かされるプロセスと結果を作る進行を行う技法のことです。

フードパントリー（食糧支援）
　食品関連企業の製造工程で発生する規格外品等を集めた食品を、ひとり親家庭や生活困
窮者等へ配布する活動のことをさします。
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福祉学習
　住民がさまざまな人たちと関わり、多様な想いや考え等に触れるなかで、命の大切さや
相手を理解しようとする心の育みをめざす学びの活動です。

福祉避難所
　介護の必要な高齢者、障がい者、妊産婦等、一般の避難所での共同生活が困難な方が安
心して避難生活ができるよう伊丹市が指定している避難所です。 

プラットフォーム
　共通の目的を達成するために、分野や領域を超えた多様な活動主体が、自由に出入りし、
緩やかに交流しながら、連携・協働する「場」のことです。

包括化支援担当者
　伊丹市役所内および伊丹市社会福祉協議会事務局内の各部署に配置された多機関協働事
業における各部署の窓口になる担当者として、各部署内における日々の相談業務や必要な
支援機関との連携のバックアップを行う等、多機関協働事業の要となる機能を担う職員の
ことです。

包括的相談支援
　高齢者、障がい者、子ども、生活困窮など、各法に基づく相談支援を一体的に実施し、
属性や世代を問わず、包括的に相談を受け止め、支援することをさします。

民間性
　社会福祉協議会が行政機関と協力しつつも、住民や福祉関係者、ボランティア、企業等、
多様な活動主体が自発的に参加し、共に協働しながら支えあう仕組みをつくることで、公
的福祉に留まらず、多様な活動主体の独自性、開拓性、即応性、柔軟性を活かした、地域
に密着した福祉活動を展開することです。

民生委員・児童委員
　「民生委員」は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される非常勤特別職の地方公
務員で、給与の支給はなく、ボランティアとして活動しています。住民の立場に立って困
りごとを抱えた人たちに寄り添いながら相談に応じる地域住民の「身近な相談相手」で、「支
援へのつなぎ役」としての役割を担います。
　また、「民生委員」は、児童福祉法に定める「児童委員」を兼ねており、地域の子どもた
ちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配
ごと等の相談・支援等を行います。
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